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清
代
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
と
地
域
一
世
曾

森

正

夫

は

じ

め

に

一
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
の
編
纂
年
代

二
郷
鋲
士
山
の
名
稽
の
成
立
と
銀
域
の
認
識

三
郷
銀
志
の
相
互
認
識
と
地
方
士
山
の
鎧
系
の
認
識

四
官
志
と
の
相
違

・
人
と
し
て
の
責
任

五
郷
銀
士
山
の
編
者
と
地
域
社
曾

付
『
棲
乗
類
編
』
|
|
十
八
世
紀
六
十
年
代
纂
、
未
刊
の
稿
本

同
『
繁
里
士
山
』

・
『
禦
里
綬
士
山
』
||
十
九
世
紀
初
頭
の
刊
本
・
十
九
世
紀
末
の
刊
本

日
『
銭
円
塘
郷
志
』
|
|
十
八
世
紀
末

・
十
九
世
紀
前
牢

・
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
稿
本
の
縫
承
と
二
十
世
紀
の
油
印
本

む

す

び

t主

じ

め

(
1〉

郷
鎮
志
は
、
現
存
の
も
の
に
印
し
て
言
え
ば
、
清
代
の
江
南
デ
ル
タ
で
数
多
く
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
動
向
の
先
限
を
な
す

〈

2
〉

明
代
後
半
期
の
こ
の
デ
ル
タ
の
四
種
の
郷
鎮
志
を
劃
象
と
し
て
筆
者
の
先
年
試
み
た
検
討
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
編
者
の
自
設
的
な
意
志
に

よ
っ
て
企
聾
さ
れ
た
こ
と
、
市
銀
を
基
盤
と
す
る
地
域
社
舎
へ
の
編
者
の
明
確
な
自
己
同
定
意
識
に
裏
附
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
嘗
一
該
市
鎮
の
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直
面
す
る
切
貫
な
課
題
へ
の
関
心
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
編
者
自
身
が
人
び
と
か
ら
の
取
材
・
文
献
牧
集
・
執
筆
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
各
志
が
そ
れ
ぞ
れ
に
強
い
個
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
量
的
抜
大
を
見
た
清
代
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮

(
3〉

志
も
、
明
代
後
半
期
の
そ
れ
の
も
っ
こ
う
し
た
編
纂
に
お
け
る
内
護
性
を
縫
承
し
て
い
く
と
み
な
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
別
の
機
舎
に
言
及
し
た

よ
う
に
、
そ
こ
に
は
内
護
性
を
鏑
護
す
る
新
た
な
外
的
契
機
が
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
都
接
す
る
他
の
市
鎮
に
お
け
る

郷
鎮
士
山
編
纂
の
動
向
へ
の
鋭
敏
な
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
銀
が
群
を
な
し
て
分
布
し
、
市
銀
の
住
民
が
他
の
市
銀
の
存
在
を
強
く
意
識
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
第
二
は
、
一
統
志
|
省
志
|
府
志
|
豚
志
と
い
う
地
方
志
の
序
列
の
存
在
と
郷
鎮

志
の
編
纂
と
の
関
連
と
に
つ
い
て
の
認
識
の
高
ま
り
で
あ
る
。
市
鎮
が
、
園
l
省
|
府
|
牒
と
い
う
よ
う
に
王
朝
園
家
の
行
政
韓
系
の
末
端
に

組
み
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
清
代
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
議
測
を
手

が
か
り
と
し
、

ま
た
民
園
初
年
に
お
け
る
動
向
に
も
注
意
し
な
が
ら
、

そ
の
特
徴
を
具
瞳
的
に
検
誼
し
、
あ
わ
せ
て
郷
鎮
志
の
編
纂
と
そ
の
基

盤
を
な
す
と
こ
ろ
の
市
鎖
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
の
あ
り
方
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

江
南
デ
ル
タ
の
市
鎮
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
に
つ
い
て
は
、
九
十
年
代
に
入
っ
て
急
速
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
稲
田
清
一
は
、
九
二
年

か
ら
九
三
年
に
か
け
、
デ
ル
タ
北
部
の
太
倉
州
賓
山
鯨
・
嘉
定
豚
と
松
江
府
青
浦
鯨
一
帯
に
お
い
て
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
前
字
、
乾

隆
末
年
か
ら
嘉
慶
年
聞
を
経
て
這
光
初
年
に
至
る
頃
、
市
銀
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
を
畢
位
と
し
、
民
間
資
金
と
し
て
の
摘
に
依
存
し
、
市

銀
に
居
住
す
る
か
も
し
く
は
そ
こ
を
主
た
る
生
業
の
場
と
す
る
生
員
監
生
層
が
董
事
と
し
て
統
括
す
る
救
荒
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
及
び
そ
の

活
動
範
囲
が
普
奉
・
水
利
・
修
橋
修
路
な
ど
「
地
方
の
公
事
」
に
績
大
し
、
そ
の
、
過
程
で
本
来
は
救
荒
の
際
の
「
賑
給
所
」
で
あ
っ
た
「
廠
」

〈

4
〉

が
事
質
上
の
地
方
行
政
匡
劃
化
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
稲
田
は
、
本
年
、
松
江
府
上
海
豚
陳
行
鎮
の
事
例
に
即
し
て
十
九
世
紀
の

少
な
く
と
も
後
牢
に
は
、
銀
董
層
の
捨
う
と
こ
ろ
の
俸
統
的
な
善
奉
と
も
、
官
治
の
翠
な
る
補
助
と
も
異
な
る
「
地
方
公
事
」
と
い
う
活
動
領

(

5

)

 

域
が
成
立
し
、
そ
れ
が
滑
末
の
地
方
自
治
に
連
な
る
積
極
的
意
味
を
も
っ
と
い
う
展
望
を
示
し
た
。
他
方
、
太
田
出
は
、
昨
年
、
松
江
府
の
金
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山
師
師
、
蘇
州
府
の
臭
江
・

震
津
商
豚
に
即
し
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
軍
事
組
織
と
し
て
の
緑
俸
の
、
大
河
・
小
爪
か
ら
な

- 83ー
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る
田
川
防
制
度
に
自
を
向
け
、
大
汎
は
市
銀
を
中
核
と
し
、
市
場
圏
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
地
域
社
舎
全
瞳
を
管
轄
区
域
と
し
、
小
、
汎
は
市
鎮
と

農
村
あ
る
い
は
市
銀
聞
を
結
ぶ
交
通
路
に
配
置
さ
れ
、
人
の
移
動
や
一
商
品
の
聡
迭
の
安
全
を
内
容
と
す
る
警
察
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
、

(
6〉

大
汎
の
管
轄
匿
域
は
や
は
り
清
末
の
自
治
区
域
と
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
稲
田
と
太
田
の
見
解
は
、
同
じ
江
南
デ
ル
タ
に

つ
い
て
も
封
象
と
す
る
地
区
が
異
な
り
、
行
政
と
地
域
社
舎
と
の
閲
連
を
め
ぐ
る
接
近
方
法
に
も
違
い
が
あ
る
が
、
市
鎮
を
中
心
と
し
、

の
領
域
を
も
っ
地
域
社
舎
が
、
十
九
世
紀
前
半
の
時
貼
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
具
瞳
的
に
提
示
し
て
い
る
。
本
年
、
中
園
の
張
研
は

「
清
代
市
鎮
管
理
初
探
」
を
瑳
表
し
、
稲
田
・
太
田
と
は
異
な
る
覗
貼
か
ら
、
江
南
デ
ル
タ
の
市
鎮
の
管
理
瞳
制
は
相
互
に
交
錯
す
る
こ
と
を

(
7〉

特
徴
と
す
る
と
い
う
見
解
を
表
明
し
た
。
ま
た
、
す
で
に
昨
年
、
佐
藤
仁
史
は
、
稲
田
の
取
り
あ
げ
た
陳
行
鎮
鎮
董
秦
栄
光
の
長
子
秦
錫
田
に

着
目
し
、
奉
人
に
し
て
任
官
経
験
を
も
ち
、
後
に
地
方
自
治
の
中
で
、
江
蘇
省
、
上
海
豚
及
び
陳
行
郷
そ
れ
ぞ
れ
の
議
員
を
つ
と
め
た
こ
の
秦

一
定

錫
回
に
即
し
て
、
清
末
民
園
初
の
政
治
費
動
を
検
討
し
、
嘗
時
の
江
南
農
村
部
に
お
い
て
は
、
市
鎮
を
存
立
基
盤
と
す
る
有
力
者
層
に
よ
っ
て

統
合
さ
れ
る
社
舎
が
貫
瞳
的
な
「
地
域
」
の
一
つ
と
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、

(
8〉

て
組
み
込
ま
れ
る
と
論
じ
た
。

」
の
統
合
の
場
が
清
末
の
自
治
の
中
で
行
政
最
末
端
の
郷
と
し

- 84ー

ち
な
み
に
、
九
十
年
代
の
日
本
に
お
け
る
上
記
の
研
究
の
前
提
に
は
、

八
十
年
代
に
お
い
て
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
土
地
廟
の
廟
界
を
徹
密

に
検
討
し
た
演
島
敦
俊
の
作
業
や
、
同
じ
く
江
南
デ
ル
タ
の
都
市
と
し
て
の
市
鎖
に
お
け
る
善
堂
の
活
動
を
始
め
て
解
明
し
た
夫
馬
準
の
業
績

(
9
)
 

が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
筆
者
も
九
二
年
、
デ
ル
タ
中
央
の
主
円
浦
豚
朱
家
角
鎮
を
劃
象
と
し
て
明
代
か
ら
現
代
に
至
る
逼
史
的
絞

(

叩

〉

越
を
試
み
、
こ
の
聞
の
地
域
社
舎
の
具
瞳
的
存
在
形
態
に
闘
す
る
素
材
を
提
示
し
た
。

本
稿
に
お
け
る
江
南
デ
ル
タ
は
、
現
在
の
江
蘇
省
長
江
以
南
地
区
(
蘇
州
市
轄
匡
・
常
州
市
轄
匡
・
無
錫
市
轄
匡
・
鎖
江
市
轄
匿
の
管
轄
地
域
と
南
京

市
轄
匡
管
轄
地
域
の
一
部
)
、
新
江
省
北
部
地
区
(
湖
州
市
轄
区
・
嘉
興
市
稽
匡
・
杭
州
市
轄
匡
管
轄
地
域
)
及
び
上
海
市
を
指
す
c

の
蘇
州
府
・
常
州
府
・
鎮
江
府
・
江
寧
府
の
一
部
、
湖
州
府
・
嘉
輿
府
・
杭
州
府
、
太
倉
直
隷
州
及
び
松
江
府
に
ほ
ぼ
見
合
う
領
域
で
あ
る
。

本
稿
の
検
討
の
基
盤
を
な
す
の
は
、
主
と
し
て
一
九
八
三
年
以
降
、
上
海
、
南
京
及
び
北
京
の
い
く
つ
か
の
園
書
館
で
筆
者
が
閲
覧
・
筆
寓

す
な
わ
ち
、

清
代
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現存する江南デルタ郷鍍宏、の編纂年代表 1

|上海市 |江蘇省 |漸江省 |合計 |百分比

I J__ _____ _ _~_____ ___I 
r-----------------r------- ----1 1 1 1 1 

代時

0.45 工代・紹定 (1228-1233)宋

明代・正徳 (1506-1521)

嘉靖 (1522-1566)

高暦 (1573-1619)

崇禎 (1628-1644)

明代不明

主 1 ----- - - - --~ - - - - - - - l-- - -- - ---3--------i

0.45 

1 

0.45 

0.90 

0.45 

2 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

ヰ
ー==ロ

1. 79 

0.45 

4 

1 

1 

1 

2 l 

1. 35 

2.24 

11. 21 

11. 21 

9.87 

2.69 

4.04 

4.93 

3 

25 

22 

6 

11 

5 

25 

2 

9 

2 

5 

6 

3 

5 3 

3 

11 

6 

1 

8 

15 

3 

1 

5 

2 

2 

14 

1 

代・順治 (1644-1661)

康照 (1662-1722)

薙正 (1723-1735)

乾隆 (1736-1795)

嘉慶 (1796-1820)

道光 (1821-1850)

威堕 (1851-1861)

同治 (1862-1874)

光緒 (1875-1908)

清

5.83 13 8 

8 

3 

15.70 

宣統 (1909-1911)

清代不明 I__ ________~________l _________~_______l______ ___~___ ___J 
h; 証 r-------~-~------- -I- -------71----1 ム r-- -1忌 --r-- --73:ム

民園民園(卯一則 I ~ I w 1 u I w 1 n~ 
民圏不明 I 1 I 1 I 

示長 | 元 l 云 r-----13-------1 -------~1-----.-r...-;;:示ー

|日 I 94 I 64 I 223 I 

3.14 

35 

50 

1 

7 1 

2 

12 

15 

2 

20 

12 

4 

1 

22.87 51 13 20 18 ， 

64 

森正夫「朱家角鎖略史J (森編『江南デノレタ市銀研究』。名古屋大拳出版曾。 1992年〉
所載の表 1を森「江南デノレタ郷銀志目録J(森編『奮中園における地域社曾の特質」。 卒

成2年一 5年科皐研究費補助金・一般研究A研究成果報告書〉により補訂。

94 6 計総

し
て
き
た
郷
鎮
志

で
あ
り
、

そ
の

多
く
は

一
九
九

二
年
刊
行
の
『
中

園
地
方
志
集
成
』

「
郷
鎮
志
専
輯
」

さ三
れ十
て二
い〈加
る1Hこ
。)所

し牧

か
し
今
や
直
接
手

- 85-

に
と
っ
て
讃
み
得

る
よ
う
に
な
っ
た

嘗
一
該
「
専
輯
」
所

牧
の
郷
鎮
志
二
五

四
種
の
過
牢
を
占

め
る
清
代
の
江
南

デ
ル
タ
郷
鎮
志
の

全
頁
を
検
討
し
つ

く
す
こ
と
は
ま
だ

な
し
得
て
い
な
い
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漸江省の豚志 ・府志 ・省志の編纂年代

百分比合 計漸江省江蘇省上海市代

1. 67 22 

189 

12 9 1 

8 

治

照 14.32 

2.12 

106 75 

9.77 

28 

129 

4.47 

5.30 

59 24 31 

70 32 35 

9 1. 29 17 

38 

7 1 

時

順

康

薙

乾

嘉

道

成

同
光

清

14 

57 

10 

58 

4 

A
U
2
4伎

の

δ

句
E
A

正

隆

康

光

盟

治

2.89 

10.45 138 

17 

55 

17 

67 

4 

16 緒

統

明
1. 74 23 3 18 2 宣

43 代不清

図 ・民 園 |

民圏不明 |

j、計 l 24 14 

3.26 

57.27 

208 

28 

15.76 

756 

2 

329 

71 

0 

41 

370 

丹
、

υ
1
i
 

唱ム

。
57 

24 

0 

計

民

2.12 28 

17.88 236 71 

I 680 

ノ 141 24 

I 1320 

金恩輝主編 ・胡述兆共同主編『中園地方志徳目提要.! (漢美図書有限公司。1996年〕 上

加所載の上海市，江蘇省及び漸江省の各地方宏、目録から算出した。見出しの豚志には散

州志が，また府志には直隷升l志が含まれる。なお嘗該上加所載「正蘇方君、編纂成書時代

表」の様式を参考にした。

542 98 言十線

た
め
、
従
来
か
ら
注
意
し
て
閑
語
し
て
き
た
そ
れ
ら

の
序

・
肱

・
九
例
を
主
た
る
手
が
か
り
に
し
な
が
ら

作
業
を
準
め
た
い
。

江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
の
編
纂
年
代

現
存
す
る
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
は
、

表
1
に
示

す
よ
う
に
、
中
華
民
国
期
を
除
く
清
代
以
前
の
段
階

で
は

一
一
・
一
二

%
の
乾
隆
期
、
同
じ
く
一

一

二
一
%
の
嘉
慶
期
、

九

・
八
七
%
の
道
光
期
、

- 86ー

五
・
七
O
%
の
光
緒
期
と
い
う
四
つ
の
朝
代
に
数
多

く
編
纂
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
乾
隆
期
は
六
十
年
に
わ

二
五
年
の
嘉
慶
期
や
、
三
O
年
の
道
光

た
る
の
で
、

期
、
三
四
年
の
光
緒
期
の
編
纂
の
比
率
が
、
密
度
と

い
う
黙
で
は
よ
り
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
十
八

世
紀
の
三
十
年
代
以
降
に
相
嘗
す
る
乾
隆
期
は
、
嘉

慶

・
道
光
と
積
く
郷
鎖
志
編
纂
の
最
初
の
ピ
I
ク
の

前
提
と
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、
十
九
世
紀
の
最
後
の

四
半
世
紀
と
二
十
世
紀
初
頭
を
占
め
る
光
緒
期
は
清

代
ま
で
の
段
階
で
は
最
も
多
く
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
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現存する上海市・江蘇省・表 2

百分比E十k-
ロ漸江省江蘇省上海市代時

0.45 6 5 1 5十南朝・唐

0.23 3 1 2 計宋ゴヒ

2.50 33 16 16 1 計宋用

0.76 
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2

2

0
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-

唱
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-

武

繁

統

順

化

治
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慶

暦
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明

一

一

不

一
計

一

代

一

一
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天

成

弘

正

嘉

隆

寓

天

崇

明

一
r

一

10 5 5 ↓

l
 

-Z
一ロフじ

明

で
あ
る
。
中
華
人
民
共
和
園
成
立
の
一
九
四
九
年
、

民
園
三
十
八
年
ま
で
の
民
園
期
は
後
に
も
絹
れ
る
よ

う
に
二
二
・
四
二
%
で
、
全
時
代
を
通
じ
て
最
も
多

敷
の
郷
鎮
志
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
江
南
デ
ル
タ
の
現
存

郷
鎮
志
編
纂
数
の
費
遜
と
、
上
海
市
及
び
江
蘇
・
漸

江
南
省
に
属
す
る
地
域
に
お
け
る
現
存
す
る
蘇
志

〈
散
州
志
を
含
む
〉
、

府
志
(
直
隷
州
志
を
含
む
)
及
び

省
志
の
全
瞳
、
す
な
わ
ち
綿
志
を
除
く
勝
志
以
上
の

- 87ー

地
方
志
の
編
纂
数
の
そ
れ
と
の
聞
に
見
ら
れ
る
相
異

で
あ
る
。
表
2
の
現
存
す
る
上
海
市
・
江
蘇
省
・
漸

江
省
の
牒
志
・
府
志
・
省
志
の
編
纂
年
代
は
、
金
恩

輝
主
編
j

胡
述
兆
共
同
主
編
『
中
園
地
方
志
穂
目
提

(

ロ

)

要
』
上
加
所
載
の
上
海
市
、
江
蘇
省
及
び
前
江
省
の

各
地
方
志
目
録
か
ら
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

嘗
一
該
上
加
所
載
「
江
蘇
方
志
編
纂
成
書
時
代
表
」
の

様
式
を
参
考
に
し
て
い
る
。
こ
の
表
に
は
本
稿
で
用

い
る
と
こ
ろ
の
江
南
デ
ル
タ
に
は
属
さ
な
い
部
分
、

す
な
わ
ち
江
蘇
省
の
長
江
以
南
を
除
く
以
北
の
部
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分
、
新
江
省
の
北
部
地
匿
を
除
く
部
分
が
包
含
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
用
い
て
江
南
デ
ル
タ
の
み
に
限
定
し
た
郷
鎮
志
と
牒
志
以
上
の
地

方
志
と
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
江
蘇
省
の
地
方
志
の
う
ち
、
長
江
以
北
を
除
く
以
南
の
部
分
は
六
二

・
三
六
%
を
占

め
、
漸
江
省
の
地
方
志
の
う
ち
、
北
部
地
匿
の
部
分
が
三
九
・
九
三
%
を
占
め
て
お
り
、
表
2
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
と
表
1
の
江
南
デ
ル
タ
郷

鋲
志
の
編
纂
数
に
見
ら
れ
る
上
述
の
特
徴
を
比
べ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
明
白
な
の
は
、
江
南
デ
ル

タ
の
都
銀
志
に
お
い
て
は
、
元
以
前
の
編
纂
に
な
る
も
の
が
わ
ず
か
南
宋
の
一
黙
で

0
・
四
五
%
を

占
め
る
の
み
で
あ
る
の
に
掛
し
、
豚
志
以
上
の
地
方
志
に
つ
い
て
見
る
と
、
元
以
前
は
五
二
貼
で
、
三
・
九
四
%
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
同
じ

く
明
代
で
は
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
が
わ
ず
か
九
貼
で
四

・
O
四
%
な
の
に
封
し
、
牒
志
以
上
の
地
方
志
に
つ
い
て
見
る
と
、
明
代
は
二
七
六

黙
で
、
二

0
・
九
O
%
に
達
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
清
代
で
は
、
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
が
一
六
三
黙
で
、
責
に
七
三
・
O
九
%
で

あ
る
の
に
針
し
、
豚
志
以
上
の
地
方
志
は
七
五
六
黙
で
、

五
七
・
二
七
%
で
あ
り
、
大
宗
を
占
め
る
も
の
の
、
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
士
山
の
匪
倒

的
比
重
に
は
及
ば
な
い
。
清
代
に
つ
い
て
は
興
味
深
い

い
ま

一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。
乾
隆
年
間
と
ほ
ぼ
等
し
い
約
六
O
年
に
及
ん
だ
康
照
年

- 88ー

聞
の
比
重
で
あ
る
。
江
南
デ
ル
タ
の
郷
銀
士
山
に
お
け
る
そ
の
比
重
は
十

一
貼
、
四
・

九
三
%
に
止
ま
る
が
、
勝
志
以
上
の
地
方
志
は

一
八
九
貼

で
、
十
四

・
三
二
%
と
な

っ
て
お
り
、
康
照
年
聞
の
比
重
は
非
常
に
高
い
。
ち
な
み
に
、
一
九
四
九
年
ま
で
を
含
む
民
園
期
は
、
江
南
デ
ル
タ

の
郷
鋸
志
が
五
一
期
で
二
二
・
八
七
%
、
豚
志
以
上
の
地
方
志
が
二
三
六
黙
で
、
一
七
・
八
八
%
と
な
っ
て
お
り
、
や
は
り
江
南
デ
ル
タ
の
郷

鎮
志
の
比
重
が
高
い
。
こ
の
よ
う
に
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎖
志
の
編
纂
歎
の
時
代
別
獲
這
と
、
上
海
市
・
江
蘇
省
・
新
江
省
の
牒
志
以
上
の
地
方

そ
こ
に
は
明
確
な
針
比
が
あ
り
、
前
者
が
清
代
、
中
で
も
乾
隆
期
以
降
に
、
そ
し
て
と
り
わ
け
嘉
慶

志
の
編
纂
数
の
そ
れ
と
を
劉
比
す
る
時
、

-
道
光
期
以
降
に
集
中
的
に
編
纂
さ
れ
、
民
園
期
に
も
そ
の
傾
向
が
績
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

郷
鎮
志
の
名
稽
の
成
立
と
鎮
域
の
認
識

そ
の
封
象
と
す
る
地
域
が
主
と
し
て
市
銀
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
を
郷
鎮
志
の
名
で
呼
ば
れ
る
地
方
志
の
特
徴
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、



最
近
の
日
中
事
界
で
む
し
ろ
普
及
し
て
き
た
こ
の
呼
稽
に
つ
い
て
の
考
察
は
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
周
知

(

臼

〉

の
よ
う
に
、
南
宋
の
斯
江
で
す
で
に
『
激
水
志
』
が
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
明
代
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
も
っ
九
種
の
地

方
志
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
郷
鎮
志
」
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
「
郷
士
山
」
「
鎮
志
」
等
の
呼
稽
が
、
ほ
か

で
も
な
く
清
代
に
成
立
し
た
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
種
の
地
方
志
が
数
多
く
の
市
鎮
で
編
纂
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
こ
う
し
た
呼
稽
の
成
立
と
は
内
的
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
日
比
〉

乾
隆
十
七
年
(
一
七
五
二
〉
の
江
蘇
南
部
の
『
信
義
士
山
』
(
現
昆
山
市
正
儀
銀
〉
に
お
け
る
「
郷
土
心
」
の
語
、が
こ
の
種
の
呼
稿
の
鳴
矢
だ
と
み
な

さ
れ
る
。
以
下
の
引
用
文
に
言
う

「
雨
邑
合
志
」
と
は
乾
隆
十
六
年
(
一
七
五
こ
刊
の
『
昆
山
新
陽
合
志
』
を
指
す
。

今
、
商
邑
合
志
、
(
中
略
)
則
ち
信
義
志
作
る
こ
と
無
か
る
べ
き
に
似
た
り
。
然
り
と
難
も
信
義
は
古
の
名
医
に
し

て
、
人
文
事
蹟
、
他
慮
に
倍
せ
り
。
郡
志
足
ら
ざ
れ
ば
乃
ち
邑
志
有
り
、
ロ
巴
志
足
ら
ざ
れ
ば
乃
ち
郷
志
有
り
。
則
ち
信
義
志
の
作
る
こ
と

(絞
。
王
室
撰
)

新
に
作
る
所
有
り
。

そ
の
十
四
年
後
、
乾
隆
三
十
一
年
(
一
七
六
六
)
、

〈
日
以
)

漸
江
北
部
の
『
東
西
林
業
考
』

(
現
湖
州
市
制
焚
林
銀
〉
に
お
い
て

「
都
銀
志
」

の
呼
稿
が
は

- 89ー

有
る
は
固
よ
り
宜
〈
む
ベ
)
な
り
。

じ
め
て
登
場
す
る
。

郷
鎖
志
は
郡
邑
志
と
同
じ
か
ら
ず
。
九
そ
事
自
の
郡
ロ
巴
に
通
関
し
、
専
ら
は
本
地
に
属
さ
ざ
る
者
は
載
せ
ず
。
惟
だ
一
方
の
故
蹟
は
、

E

細
漏
ら
さ
ず
。

「
郷
鎮
志
』
は
「
郡
邑
志
」
、
す
な
わ
ち
、
府
志
・
勝
志
と
の
明
確
な
封
比
の
下
に
範
時
化
さ
れ
て
い
る
。

(

時

〉

光
二
十
八
年
(
一
八
四
八
〉
に
、
江
蘇
南
部
の
『
元
和
唯
亭
志
』

(
凡
例
)

そ
の
後
、

約
百
年
を
隔
て
た
道

(
現
蘇
州
市
唯
亭
鎮
)
で
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

惟
だ
先
孝
康
嘗
て
以
篤
へ
ら
く
、
郷
鎮
志
は
郡
邑
の
逮
ば
ざ
る
所
を
佐
く
。
吾
里
は
弾
丸
な
り
と
難
も
、
而
か
れ
ど
も
人
文
の
故
貫
は
徴

す
る
無
か
る
可
か
ら
ず
、

と

(
自
序
。
編
者
沈
藻
釆
撰
)

301 

『
元
和
唯
亭
志
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
道
光
二
十
七
年
の
朱
時
の
序
に
、
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郷
鎮
の
志
に
至
り
で
は
、
今
に
於
い
て
特
に
盛
ん
な
り
。

と
あ
り

郷
鎮
志
自
鐙
の
編
纂
が
嘗
時
特
に
活
躍
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
併
せ
て
考
え
れ
ば
、

」
の
噴
の
江
南
デ
ル
タ
で
は
、

「
郷
鎖
志
」
の
語
も
ま
た
し
だ
い
に
普
及
し
て
い
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
節
の
示
す
よ
う
に
市
銀
自
瞳
の
一
般
呼
稿
と
し
て

の
「
郷
鎖
」
と
い
う
語
も
庚
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
市
錦
酬
を
封
象
と
す
る
地
方
志
の
一
般
呼
稀
が
「
郷
鎮
志
」
に
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
)

(

口

)

編
纂
の
江
蘇
南
部
、
太
倉
州
賓
山
豚
の
『
羅
庖
鎖
志
』

(
現
上
海
市
貸
山
区
羅
庖
銀
)
に
、

嘉
慶
問
、
活
翼
王
先
生
鎮
志
を
輯
有
せ
ら
れ
し
も
、
未
だ
梓
す
る
に
及
ば
ず
し
て
稿
侠
せ
り
。

(
序
。
嘉
定
〔
豚
〕
楊
恒
幅
書
)

と
あ
る
よ
う
に
、

「
鎮
志
」
の
呼
稿
も
嘗
然
存
在
す
る
。
特
定
の
市
銀
の
地
方
志
が
し
ば
し
ば

「某
々
鎮
志
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば

「銀
士
山
」
の
呼
稽
こ
そ
最
も
普
遍
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

江
南
デ
ル
タ
に
お
い
て
市
銀
を
劉
象
と
す
る
地
方
志
に
向
け
ら
れ
た

「
郷
鎖
志
」

を
は
じ
め

「
郷
志
」

「
鎖
士
山
」
な
ど
の
呼
稿
が
こ

- 90ー

の
デ
ル
タ
で
の
郷
銀
志
編
纂
の
量
の
上
で
の
劃
期
と
い
う
べ
き
、
清
代
の
乾
陸
、
嘉
慶
、
這
光
及
び
光
緒
と
い
う
諸
時
期
に
成
立
・
普
及
し
て

い
く
動
向
は
、
現
在
郷
鎮
志
と
穂
稿
さ
れ
る
こ
の
種
の
地
方
志
の
歴
史
の
中
で
、
こ
の
時
代
が
と
り
わ
け
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を

示
す
。ま

さ
に
乾
隆
年
間
以
降
の
こ
の
時
期
に
は
、
郷
鎮
志
編
纂
者
に
お
け
る
鎮
の
境
域
へ
の
認
識
も
明
確
に
な
っ
て
き
た
。
も
と
よ
り
郷
鎮
志
自

瞳
が
、
現
存
の
も
の
に
印
し
て
い
え
ば
、

よ
う
に

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、

(

日

〉

正
徳
十
一
年
(
一
五
二
ハ
)
纂
『
新
市
銀
志
』
〈
現
湖
州
市
徳
清
豚
新
市
銀
)
の
「
鎮
名
」
の
項
に
績
く
「
至
到
」
の
項
で
は
、

西
の
徳
清
蘇
〔
域
〕
、

上
述
の
よ
う
に
、

明
代
す
で
に
九
種
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

前
稿
で
燭
れ
た

た
と
え

ば
、
東
の
崇
徳
鯨
十
六
都
石
骨
粗
村
、

東
北
の
烏
程
豚
烏
鎮
(
現
桐
郷
市
烏
銀
鎮
〉
な
ど
と
新
市
鎮
と
の
距
離
が
明
記
さ
れ

て
お
り
、
都
接
す
る
地
域
と
の
関
連
に
お
け
る
新
市
銀
の
位
置
へ
の
認
識
が
窺
わ
れ
る
。

(

四

)

O
一
)
刊
『
烏
脊
鎖
志
』
巻
一
・
彊
域
沿
革
志
に
お
い
て
も
、

同
じ
く
前
稿
で
と
り
あ
げ
た
高
暦
二
十
九
年
(
二
ハ

西
南
の
野
安
・
崇
徳
、
東
北
の
秀
水
、

西
の
烏
程
、
東
の
桐
郷
、

西
北
の
呉
江



へ
の
距
離
が
明
記
さ
れ
、
烏
鎮
の
位
置
へ
の
認
識
の
存
在
が
剣
明
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
清
代
乾
隆
年
間
以
降
の
郷
鋸
志

に
は
、
九
例
・
序
を
中
心
に
、
編
纂
者
の
鎖
域
に
謝
す
る
認
識
が
、
市
鎮
の
活
動
や
機
能
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
よ
り
具
瞳
化
し
つ
つ
あ
る
と

(

却

)

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
乾
隆
五
七
年
(
一
七
九
二
)
編
纂
、
現
在
の
常
熟
市
唐
市
鎮
の
『
唐
市
志
』
の
例
言
に
は
、
第
一
項
に
「
唐

(
下
略
〉
」
と
あ
る
の
に
績
き
、

な
ど
六
豚
〔
城
〕

市
は
虞
ロ
巴
の

E
鎮
震
る
も
、
其
の
聞
の
風
土
人
物
は
、
郡
豚
志
安
く
ん
ぞ
能
く
備
さ
に
載
せ
ん
や
e

附
鎮
の
郷
郵
の
市
中
に
於
い
て
貿
易
せ
る
、
及
び
都
を
同
じ
く
せ
る
者
も
、
閉
ま
亦
た
採
入
す
。

と
あ
り
、

鎮
の
市
で
貰
買
を
行
な
う
人
び
と
を
擁
す
る
村
落
を
も
記
述
の
封
象
と
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ち
な
み

に
、
鎮
の
市
の
賑
わ
い
に
つ
い
て
は
、
同
室
田
巻
頭
に
あ
る
、
同
鎮
の
人
、
編
者
侃
賜
の
同
事
で
あ
る
許
朝
の
序
に
、

銀
に
鄭
接
し
、

市
の
居
民
は
裁
か
に
三
四
百
家
、

物
を
貿
し
、
護
な
る
こ
と
鶴
鶴
(
軍
陣
)
の
聾
よ
り
も
甚
だ
し
。

歌
陸
(
低
調
臓
で
狭
隆
)
に
し
て
利
に
奔
る
。

天
未
だ
旦
な
ら
ざ
る
に
、

戸
ご
と
に
答
火
し
、
魚
米
・
雑

九
例
に
も
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
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(
紅
〉

と
記
す
。
市
鎮
と
周
漫
農
村
と
の
関
係
に
閲
す
る
同
様
の
認
識
は
、
嘉
慶
十
三
年
(
一
八
O
八
〉
編
纂
の
『
安
亭
志
』
(
現
上
海
市
嘉
定
区
安
亭
銀
)

一
関
の
市
、

四
郷
の
民
、
朝
に
往
き
暮
れ
に
開
る
こ
と
、
猶
お
四
境
の
城
ロ
巴
に
聯
な
る
が
ご
と
き
な
り
。

江
南
デ
ル
タ
に
お
い
て
、
市
銀
の
市
街
地
と
周
迭
の
農
村
と
が
一
商
品
の
交
換
を
通
じ
て
結
合
し
、
鎮
域
と
も
い
う
べ
き
場
が
こ
の
よ
う
に
形

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
唐
市
志
や
安
亭
志
に
お
い
て
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
が
蘇
の
下
位
の
行
政
匿
劃
に
準
ず

る
領
域
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
至
っ
た
こ
と
は
、
先
越
の
よ
う
に
、
近
年
稲
田
清
一
や
太
田
出
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
稲
田
は
、

(

詑

〉

こ
う
し
た
鎮
域
の
形
成
過
程
の
時
間
的
推
移
を
江
南
デ
ル
タ
北
部
の
高
郷
に
位
置
す
る
嘉
定
・
賓
山
南
鯨
に
即
し
て
具
瞳
的
に
明
示
し
て
お

り
、
賓
山
鯨
で
は
、
賑
給
を
受
け
持
ち
、
「
廠
面
」
と
も
呼
ば
れ
る
領
域
と
し
て
の
「
廠
」
が
設
置
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
乾
隆
六
十
年
〈
一
七

九
五
)
か
ら
で
あ
り
、
嘉
慶
十
三
年
(
一
八
O
八
〉
の
水
害
後
ほ
ど
な
い
時
貼
で
、
市
銀
と
「
廠
」
の
領
域
を
な
す
周
謹
農
村
と
の
関
係
に
言
及

道
光
三
年
(
一
八
二
三
〉
の
大
水
害
時
の
救
荒
に
際
し
て
牒
下
十
一
の
市
鎮
に
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し
た
資
料
が
残
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
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「
廠
」
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
領
域
が
安
定
し
、
清
末
の
地
方
自
治
医
劃
に
移
行
す
る
形
に
落
ち
着
く
の
は
、

一
八
七

0
年
代
後
字
、
賓
山

豚
で
は
遅
く
と
も
光
緒
の
初
め
頃
、
嘉
定
蘇
で
は
光
緒
末
年
で
あ
っ
た
、
と
す
る
。

落
正
三
年
(
一
七
二
五
)
か
ら
賓
山
鯨
に
編
入
さ
れ
た
羅
庖
鎖
に
つ
い
て
は
、

た
し
か
に
、
本
来
嘉
定
豚
に
麗
し

(お〉

の
『
羅
庖
勝
志
』
巻
一

光
緒
五
年
(
一
八
七
九
〉

「
里
至
」
に
、

ま
ず

鎮
の
界
至
有
り
て
、
銀
を
別
つ
所
以
は
、
猶
邑
の
界
有
り
て
巴
を
別
つ
所
以
の
ご
と
き
な
り
。
顧
み
る
に
、
或
い
は
同
に
一
邑
に
隷
す
れ

ば
、
之
を
誌
す
は
置
な
る
に
似
た
る
も
、
知
ら
ざ
り
き
、
繍
壌
相
連
な
り
、
既
に
各
お
の
夫
の
廠
域
を
分
て
ば
、
則
ち
方
隅
の
至
る
所
、

自
ら
其
の
里
程
を
按
ず
ベ
し
。

(
下
略
〉

と

「
廠
域
」
の
確
立
を
述
べ
た
、

ま
た
そ
の
後
の
割
注
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

康
照
九
年
水
災
。
嘉
定
郷
鎖
、
粥
廠
を
分
設
し
て
畿
を
賑
わ
す
。
後
自
り
公
事
に
遇
有
す
れ
ば
、
城
郷
各
鎮
、
廠
を
分
ち
て
掛
理
す
。
而

う
し
て
鎖
、
途
に
廠
を
以
て
名
づ
く
。
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務
正
二
年
(
一
七
二
四
)
ま
で
は
同
じ
く
嘉
定
豚
に
属
し
て
い
た
現
上
海
市
虹
口
匡
江
商
鎮
の
郷
鎮
志
で
、

(
川
品
〉

民
園
十
年
(
一
九
二
一
)
編
纂
の
『
江
商
里
志
』
所
載
の
「
嘗
序
」
の
一
つ
、
道
光
八
年
(
一
八
二
八
)
に
、
「
里
人
」
、
す
な
わ
ち
、
同
鎮
の

人
、
盛
大
鋳
が
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
稲
田
も
「
賓
山
牒
・
嘉
定
鯨
に
お
け
る
『
廠
』
設
置
の
歩
み
」
と
い
う
表
の
中
で
、
こ

(お〉

の
「
醤
序
」
を
典
擦
の
一
つ
と
し
て
掌
げ
て
い
る
。

且
つ
里
の
界
限
、
志
家
類
ね
匡
重
清
か
ら
ざ
る
多
し
。
乾
隆
六
十
年
に
賑
を
掛
じ
て
自
り
以
来
、
鎮
を
按
じ
て
廠
を
設
け
、
郷
圃
を
分
領

せ
し
め
、
官
震
に
之
を
定
む
れ
ば
、
則
ち
界
限
擦
る
可
き
な
り
。

」
の
こ
と
を
傍
詮
す
る
の
は
、

も
と
よ
り
、
市
銀
の
活
動
や
機
能
に
鷹
じ
て
、
「
廠
」
と
い
う
形
で
の
「
鎮
域
」
が
行
政
的
に
確
立
し
て
い
た
嘉
定
・
賓
山
南
鯨
一
帯
の
よ

う
な
ケ
l
ス
は
他
に
は
ま
だ
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
呉
江
・
震
津
雨
燃
に
お
け
る
大
汎
と
市
鎖
を
中
心
と
す
る
市
場
固
と
の
闘
係
を
明
ら
か
に

(
M
m
)
 

し
た
太
田
も
そ
れ
を
た
だ
ち
に
一
般
化
し
て
は
い
な
い
。
郷
銀
志
全
瞳
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
多
く
の
場
合
は
、
郷
鎖
士
ゆ
が
編
纂
さ
れ
る
際
、



中
心
地
と
し
て
の
市
銀
の
活
動
や
機
能
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
編
纂
の
劉
象
領
域
と
し
て
の
鎮
域
が
編
者
の
知
見
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の

(
現
昆
山
市
周
荘
鎮
〉
の
記
事
は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
巡
検
司
の
境
域
と
編
者
陶
照
の
見
解

と
み
な
さ
れ
る
。
以
下
の
『
周
荘
鎖
志
』

(

幻

)

に
よ
る
鎮
域
と
の
差
異
が
示
さ
れ
る
。

周
荘
巡
検
司
の
轄
す
る
所
は
入
都
一
百
三
十
七
園
に
し
て
、
界
域
遼
潤
、

且
つ
倶
に
鎮
の
北
及
び
西
北
隅
に
在
り
。
而
う
し
て
鎮
の
西
南

と
鎮
の
東
南
隅
に
附
す
る
者
は
、
皆
轄
す
る
所
に
非
ず
。
蛮
に
鎮
に
近
き
六
七
里
内
に
就
き
て
蒐
録
し
、
巡
司
の
所
轄
を
以
て
限
り
と
魚

さ
ず
。

(
光
緒
八
年
|
一
八
八
二
|
編
纂
『
周
荘
銀
志
』
・
九
例
)

一
方
で
清
末
の
地
方
自
治
に
も
趨
承
さ
れ
る
行
政
領
域
と
し
て
の
性
格
を

強
め
つ
つ
、
他
方
で
は
こ
う
し
た
行
政
領
域
に
枚
数
し
き
れ
な
い
側
面
を
残
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
市
銀
を
媒
介
と
し
て
求
心
性
を
も
っ

市
銀
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
は
、
十
九
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
、

地
域
的
な
祉
舎
統
合
の
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
自
瞳
は
確
か
で
あ
る
。

郷
鎮
志
の
栢
互
認
識
と
地
方
志
の
瞳
系
の
認
識
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清
代
乾
隆
年
間
以
降
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
郷
鎖
志
の
編
纂
の
量
的
念
培
、

「
郷
鎮
士
山
」

「郷土山」

「
鎮
志
」
な
ど
の
呼
稽
の
登
場
、
及

び
幾
人
か
の
郷
鎖
志
編
纂
者
の
認
識
に
お
け
る
市
鎮
の
境
域
|
|
鎮
域
|
|
の
明
確
化
が
進
む
こ
と
は
、
以
上
に
見
た
遁
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら

一
連
の
こ
と
ど
も
は
、

い
ず
れ
も
市
銀
の
住
民
の
郷
鎮
志
編
纂
へ
の
意
欲
の
高
ま
り
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
二
つ
の
大
き
な
契
機

が
介
在
し
て
い
た
。

一
つ
は
郷
接
し
て
存
在
す
る
他
の
市
鋸
に
お
け
る
郷
鎮
志
編
纂
の
動
向
で
あ
り
、

け
る
鯨
志
の
存
在
を
基
底
と
し
、
府
志
を
経
て
省
志
に
至
り
、
最
終
的
に
は
全
中
園
レ
ベ
ル
の
一
統
志
に
も
連
な
る
官
撰
の
地
方
志
の
存
在
で

あ
る
。
ま
ず
、
前
者
か
ら
検
誼
し
て
い
こ
う
。

い
ま
一
つ
は

そ
の
位
置
す
る
豚
に
お

乾
隆
三
七
年
(
一
七
七
二
)
に
編
纂
さ
れ
、

(

お

)

嘉
慶
十
年
(
一
八
O
五
)
に
刊
行
さ
れ
た
『
婁
塘
銀
士
山
』
〈
現
上
海
市
嘉
定
匡
婁
塘
鋲
)
巻
頭
の
編
者
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陳
蟻
の
「
婁
塘
志
序
」
に
は
衣
の
よ
う
に
い
う
。
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吾
邑
、
宋
の
寧
宗
嘉
定
十
年
に
豚
を
建
て
し
自
り
以
来
、
元
の
秦
輔
之
に
治
び
て
始
め
て
志
を
作
る
。
嗣
後
、
邑
宰
屡
次
纂
修
す
れ
ば
、

掌
故
乃
ち
備
わ
る
。
官
の
桂
駅
間
・
諸
翠
・
紀
王
・
安
亭
・
外
岡
諸
鎖
の
如
き
も
亦
た
各
お
の
書
を
有
し
、
以
て
一
方
の
事
を
志
す
。
程
園

棟
の
志
(
乾
隆
七
年
刊
『
嘉
定
豚
志
』
)
中
に
、
諸
書
翻
る
に
足
ら
ず
と
調
う
と
難
も
、
然
れ
ど
も
此
れ
を
之
れ
無
き
者
に
較
べ
弁
ぶ
れ
ば
、

則
ち
固
よ
り
愈
れ
り
。
今
婁
塘
は
匡
匿
の
地
な
る
も
、
濁
り
取
り
て
之
を
士
山
す
者
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
後
の
斯
に
生
長
す
る
者
、
其
れ

何
に
従
り
て
か
孜
信
せ
ん
や
。

同
じ
嘉
定
豚
に
展
開
す
る
接
収
知
(
南
開
閉
)
鎮
、
諸
翠
鎖
、

紀
王
鎖
、

安
亭
鎮
、

お
よ
び
外
岡
鎮
に
は
す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
の
志
が
存
在
し
て
お

り

も
し
婁
塘
鎮
の
み
志
の
な
い
ま
ま
に
置
か
れ
れ
ば
、

(

却

)

(
一
八
五
三
)
の
『
黄
渡
鎖
志
』
(
現
上
海
市
嘉
定
匡
黄
渡
銀
)
に
は
間
際
の
そ
の
後
の
紋
況
に
つ
い
て
俸
え
る
。

程
圏
棟
、
嘉
定
志
を
作
り
て
謂
う
。
邑
中
、
鎮
の
最
も
久
し
き
者
は
、
南
朔
、
安
亭
、
責
渡
な
り
と
。
孜
う
る
に
、
前
明
の
中
葉
、
己
に

大
場
、
江
東
、
外
岡
の
三
志
有
り
。
園
朝
嘉
慶
問
、
他
鎮
次
第
に
書
を
成
し
、
塵
中
溶
、
理
邑
志
林
六
十
一
巻
を
実
刻
し
、
捜
羅
大
い
に

鎮
の
後
進
が
員
賓
を
考
察
す
る
よ
り

a
と
こ
ろ
が
無
く
な
る

と
い
う
。

威
豊
三
年

備
わ
る
も
、
濁
り
我
里
の
み
書
無
き
を
以
て
興
か
る
を
得
ざ
る
な
り
。
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〈
自
序
〉

嘉
慶
年
聞
に
入
り
、
嘉
定
蘇
内
の
他
鎮
で
そ
れ
ぞ
れ
の
志
が
編
纂
さ
れ
て
い
く
の
に
、

資
渡
鎮
に
は
そ
れ
が
な
く
、

塵
中
溶
の
手
に
な
る

『
穆
邑
志
林
』
六
十
一
巻
に
も
牧
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。

(ω) 

師
範
大
磐
田
書
館
編
『
上
海
方
志
賀
料
考
録
』
に
、
「
清
嘉
慶
開
刊
本
。

『
穆
口
巴
志
林
』

と
い
う
叢
書
の
名
が
題
さ
れ
て
い
る
。
」
(
乙
編

『
穆
口
巴
志
林
』
は
、
上
海
の
地
方
志
に
つ
い
て
の
詳
細
な
研
究
室
百
で
あ
る
上
海

全
書
は
未
だ
見
る
を
え
な
い
。

た
だ
『
石
岡
慶
一
暗
合
志
』
の
扉
に

事
志
部
分
。

綜
録
。

l

叢
刊
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
今
日
で
は
侠
書
と
な
っ

て
い
る
。

た
だ

『
上
海
方
志
賀
料
考
録
』
の
右
の
箇
所
に
は
、

上
海
博
物
館
の
呉
静
山
氏
が
提
供
し
た
と
さ
れ
る
目
次
が
提
示
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
南
閉
鎖
志
十
二
巻
、
安
亭
志
二
十
巻
、

婁
塘
鎮
志
九
巻
、
積
外
岡
志
二
巻
、

石
岡
康
一
幅
合
志
四
巻
、
治
南
志
八
巻
及
び

馬
陸
志
六
巻
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
豚
の
中
で
鎮
と
い
う
都
市
的
集
落
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
こ
と
が
誰
の
自
に
も
明
ら
か
に

な
り
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
鎮
に
お
け
る
銀
志
編
纂
の
動
向
が
願
著
に
な
っ
て
き
た
時
に
、
自
己
の
住
む
鎮
に
お
け
る
鎮
志
の
依
落
は
、
克
服



さ
れ
る
べ
き
緊
要
の
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

蘇
州
府
下
の
呉
江
蘇
に
お
い
て
も
同
様
の
認
識
が
見
ら
れ
る
。

(

況

〉

刊
の
『
分
湖
小
識
』
で
は
、

同
豚
の
藍
嘘
鎮
に
つ
い
て
遁
光
二
十
二
年
(
一
八
四
二
〉
纂
、
同
二
十
七
年

分
湖
、
地
は
呉
江
に
麗
し
、
豚
治
を
去
る
こ
と
東
南
六
十
里
、
唐
宋
以
来
、
其
の
乗
に
登
る
を
得
る
者
、

を
更
(
か
)
え
て
数
う
る
に
易
か
ら
ず
(
き
わ
め
て
多
い
)
。
然
れ
ど
も
、
乾
隆
丁
卯
の
年
(
十
二
年
。
一
七
四
七
)
、
沈
徴
君
、
志
(
『
乾
隆
奥

江
蘇
志
』
)
を
修
め
て
自
り
後
、
今
に
迄
る
ま
で
持
さ
に
百
年
に
及
ば
ん
と
し
、
ロ
巴
中
の
諸
銀
、
同
里
、
盛
津
、
黄
漢
、
繋
里
、
均
し
く
人

の
其
の
里
志
を
刻
し
て
、
以
て
采
訪
に
備
う
る
も
、
濁
り
分
湖
震
を
聞
く
無
し
。
(
自
序
。
編
者
柳
樹
芳
撰
〉

代
よ
聞
人
有
る
も
、

未
だ
僕

同
じ
く
呉
江
蘇
に
属
す
る
同
里
(
現
奥
江
市
同
里
鎮
)
、
盛
津
(
現
呉
江
市
盛
津
鎮
)
、
責
渓
(
現
呉
江
市
盛
津
銀
東
北
賞
家
渓
村
〉
、
繋
里
(
現
呉
江
市

禦
里
鎮
)
の
諸
鎮
に
は
、
(
鋲
士
山
)
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
に
、
分
湖
(
現
奥
江
市
産
撞
鎖
)
の
み
は
そ
れ
が
な
い
。
も
し
、

い
ず
れ
も
「
里
志
」
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前
回
の
刊
行
か
ら
す
で
に
百
年
を
経
ょ
う
と
し
て
い
る
呉
江
勝
志
が
改
め
て
編
纂
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
四
つ
の
鎮
は
こ
の
新
勝
志
の
資
料
牧
集

や
聞
き
取
り
調
査
の
掛
象
と
な
る
が
、
分
湖
だ
け
は
そ
の
坪
外
に
置
か
れ
る
。
編
者
は
他
の
鎮
に
お
け
る
鋸
志
編
纂
の
動
向
を
見
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
な
所
感
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
自
己
の
居
住
す
る
地
域
の
記
録
を
勝
士
山
に
ど
の
よ
う
に
盛
り
こ
ま
せ
る
か
と
い
う
観
酷
か
ら
で

は
あ
る
が
、
卒
行
し
て
存
在
す
る
鎖
と
の
横
な
ら
び
の
譲
想
が
き
わ
め
て
率
直
に
に
じ
み
で
て
い
る
。

市
鎮
の
住
民
の
都
銀
志
編
纂
へ
の
意
欲
の
高
ま
り
を
示
す
い
ま
一
つ
の
契
機
と
し
て
の
官
撰
の
地
方
志
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
輿
え

た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
位
置
す
る
豚
に
お
け
る
豚
志
、
こ
の
牒
の
属
す
る
府
志
、
省
志
、
さ
ら
に
天
下
l
l
l
全
園
を
封
象
と
す
る
一
統
士
山
に
至

る
官
撰
の
地
方
志
の
系
列
の
存
在
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
郷
鎮
志
編
纂
の
契
機
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
最
も
一
般
的
な
意
味
は
、
郷

鎖
志
が
な
け
れ
ば
、
勝
志
以
上
の
官
撲
の
地
方
志
編
纂
の
際
、
後
世
の
記
録
に
留
め
ら
れ
る
べ
き
鎮
の
事
跡
が
省
略
さ
れ
、
削
除
さ
れ
る
の

で
、
そ
れ
を
防
止
す
る
と
い
う
貼
に
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
郷
鋸
志
編
纂
の
認
識
の
必
要
性
は
、
す
で
に
康
照
年
開
に
見
ら
れ
る
。
康
照

(

ロ

)

五
十
七
年
(
一
七
一
八
)
に
編
纂
さ
れ
た
稿
本
が
抄
本
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
『
紫
提
村
士
山
』

307 

(
現
上
海
市
関
行
区
諸
覆
銀
)
の
巻
頭
に
、

編
者
証
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永
安
の
「
後
序
」
に
先
立
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
王
晦
な
る
人
物
に
よ
る
康
照
十
七
年
三
六
七
八
〉
の
「
原
序
」
に
は
、
衣
の
よ
う
に
言
う
。

ち
な
み
に
、
紫
隠
村
は
嘗
時
、
蘇
州
府
嘉
定
豚
、
松
江
府
青
滞
豚
、
松
江
府
上
海
豚
と
い
う
こ
府
三
豚
の
境
界
地
域
に
あ
っ
た
諸
翠
鎮
の
雅
稽

一
九
八
四
年
夏
訪
問
し
た
際
に
は
、

上
海
市
の
西
方
郊
匿
の
農
村
の
一
角
に
、
老
街
が
残
り
、
茶
館
に
は
汗
だ
く
で
熱
演
す
る
評
談

で
あ
り
、

師
の
前
で
自
轄
車
で
乗
り
附
け
た
津
山
の
年
配
の
男
性
が
聞
き
入
っ
て
い
た
。

郷
城
は
皆
王
土
な
り
。
然
れ
ど
も
村
蹟
は
、
鯨
志
に
入
れ
ば
則
ち
己
に
略
さ
れ
、
府
志
に
入
れ
ば
則
ち
尤
も
略
さ
る
。
始
め
を
略
す
る
を

以
て
す
れ
ば
、
久
う
し
て
必
ず
遺
(
わ
す
)
ら
る
。

況
ん
や
地
二
郡
三
口
巴
を
乗
ぬ
る
こ
と
紫
院
の
如
き
者
は
、

安
く
の
所
に
か
各
乗
を
実

め
て
之
を
詳
観
す
る
を
得
ん
や
e

「
村
蹟
」
の
村
は
、
鎮
の
雅
稿
、
蹟
は
事
跡
。

「
王
土
」
の
一
部
分
で
あ
る
の
に
、
鯨
志
で
は
そ
の
事
跡
が
省
略
さ
れ
、
府
志
で
は
な
お
の

嘗
時
の
蘇
州
府
呉
江
豚
卒
望
鎖
、
今
も
媛
わ
ら
ぬ
水
陸
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
呉
江

市
卒
望
鎮
を
劃
象
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
唯

一
の
序
は
、
蘇
州
府
間
子
教
授
で
、
郊
府
常
州
府
宜
輿
燃
の
人
、
儲
元
升
の
手
に
な
る
。

こ
と
省
略
さ
れ
る
。
従
っ
て
鎮
の
事
跡
を
記
録
す
る
固
有
の
「
村
志
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

(

m
品
〉

務
正
十
年
(
一
七
三
二
)
編
纂
の
『
卒
望
鎮
志
』
は
、
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地
志
に
は
固
有
り
。
日
く
一
統
志
、
日
く
遁
志
、
日
く
府
志
、
日
く
豚
士
山
。
就
中
、
惟
だ
勝
志
の
み
は
紀
載
較
や
詳
ら
か
な
り
と
い
え
ど

も
、
然
れ
ど
も
郁
若
し
く
は
鎮
に
至
れ
ば
、
量
繊
悉
備
さ
に
書
く
能
わ
ん
や
。
則
ち
村
鎮
の
志
有
る
は
、
邑
乗
の
闘
を
補
う
所
以
な
り
。

こ
こ
で
も
「
村
鎖
」
が
そ
の
「
志
」
を
も
つ
の
は
、

そ
の
事
跡
が
、

一
般
的
に
は
比
較
的
記
載
の
詳
し
い
鯨
志
に
す
ら
き
め
こ
ま
か
く
は
記

録
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
主
張
の
根
擦
に
は
、
卒
望
鎮
が
記
録
に
値
す
る
寅
瞳
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
卒
望
鎖
は
果
、江
の
長
橋
の
南
に
在
り
、

西
は
具
医
(
太
湖
)

に
連
な
り
、
東

は
呉
浴
に
接
し
、
南
は
嘉
禾
(
嘉
輿
府
〉
を
指
し
、

北
は
准
揚
に
走
る
。

蓋
し
四
達
の
要
津
に
し
て
佑
帆
百
貨
の
争
い
て
集
ま
る
所
」
で
あ
っ

た
。
倭
冠
に
よ
っ
て
荒
慶
し
た
後
、
現
在
に
あ
っ
て
は
「
土
風
物
産
の
美
、
民
居
市
麗
の
調
密
、
仙
宮
傍
剰
の
社
麗
、
並
び
に
松
陵
の
生
色
た

り
。
何
ぞ
其
れ
盛
ん
な
る
や
e

蓋
し
我
園
家
、
承
卒
日
久
し
く
、
海
内
富
庶
な
り
。
故
に
一
鎮
の
地
と
難
も
、
猶
維
を
呉
越
の
聞
に
稽
す
る
に



足
る
。
此
れ
以
て
天
下
後
世
に
停
示
す
る
こ
と
無
か
る
べ
け
ん
や
」
と
記
す
。

繁
築
が
、
鎮
士
山
の
編
纂
の
前
提
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

乾
隆
中
年
以
降
、
と
く
に
置
く
嘉
慶
年
間
以
降
に
は
、
江
南
デ
ル
タ
の
数
多
く
の
郷
鎮
志
の
中
で
、
豚
志
、
府
志
、
省
志
及
び
一
統
志
の
編

「
清
代
の
卒
和
」
の
中
で
の
こ
う
し
た
都
市
的
集
落
と
し
て
の

纂
に
お
け
る
鎮
の
事
跡
の
依
如
を
補
う
と
い
う
黙
か
ら
、

そ
の
編
纂
の
必
要
性
が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
る
。

乾
隆
三
十
九
年
(
一
七
七
四
)
、
蘇
州
府
昆
山
麻
薬
震
演
鎮
、
現
在
の
昆
山
市
陸
家
鎮
を
劃
象
と
す
る
『
菜
漠
志
』
は
、
同
銀
の
生
員
で
、
映

(

鎚

)

西
巡
撫
畢
況
の
幕
友
を
つ
と
め
る
な
ど
し
た
諸
世
器
の
編
纂
に
な
る
が
、
そ
の
友
人
の
杜
綱
の
-
記
し
た
序
に
は
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

一
統
は
一
郷
の
積
な
り
。
一
一
郷
を
重
ん
ず
る
者
は
一
統
を
重
ん
ず
る
な
り
。
今
、

故
に
里
間
の
鞍
事
、

志
有
ら
ざ
る
莫
き
も
、

而
れ
ど
も
郷
の
志
は
紹
少
な
り
。

も
、
亦
た
闘
略
し
て
詳
ら
か
な
ら
ず
。
知
ら
ざ
り
き
、

一
統
よ
り
し
て
省
、
よ
り
し
て
府
、

多
く
濫
渡
し
て
俸
わ
ら
ず
。

よ
り
し
て
巴
ま
で

一
一
郷
略
さ
れ
れ
ば
、

即
ち
一
邑
略
さ
れ
、

一
邑
略
さ
れ
れ
ば

邑
志
に
見
る
者
有
り
と
雌

即
ち
一
府
略
さ

- 97ー

れ
、
上
よ
り
し
て
一
省
一
統
に
至
る
ま
で
、
亦
た
壷
く
略
さ
れ
ざ
る
無
し
。
然
ら
ば
則
ち
郷
の
志
、
顧
り
み
て
重
ん
ぜ
ざ
ら
ん
か
。

「
郷
士
山
」
が
な
け
れ
ば
「
里
閏
の
秩
事
」
は
停
わ
ら
な
い
し
、
俵
に
「
ロ
巴
志
」
が
あ
っ
て
も
省
略
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
論
理
展
開
の
あ

り
方
自
瞳
は
こ
れ
ま
で
の
例
に
お
い
て
も
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
相
互
に
関
連
を
も
っ
二
つ

の
関
係
へ
の
認
識
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
、
「
一
郷
」
が
「
一
統
」
の
不
可
絞
の
基
盤
で
あ
り
、
「
一
郷
」
の
堆
積
の
上

に
の
み
「
一
統
」
が
あ
る
と
い
う
、
鎖
中
心
の
地
域
社
舎
と
全
園
的
規
模
の
枇
舎
と
の
関
係
に
劃
す
る
認
識
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
郷
の
士
山
」

を
基
層
と
し
、
勝
志
、
府
志
、
省
志
、
一
統
志
に
至
る
地
方
志
自
瞳
の
階
層
性
と
そ
の
相
互
の
不
可
分
な
聞
係
に
射
す
る
認
識
で
あ
る
。
こ
の

い
ず
れ
か
の
関
係
へ
の
認
識
を
明
確
に
提
示
し
た
序
文
が
、
こ
の
時
期
の
都
銀
志
に
は
贋
く
見
出
さ
れ
る
。

(
町
四
〉

た
と
え
ば
嘉
慶
十
二
年
(
一
八
O
七
)
刊
の
『
方
泰
志
』

第
一
の
開
係
へ
の
認
識
と
し
て
は
、

(
現
上
海
市
嘉
定
医
方
泰
鎮
〉
の
巻
一

「
護
九
」

|
|
凡
例
|
|
で
編
者
王
元
烈
が
、
決
の
よ
う
な
句
を
遺
し
て
い
る
。

309 

拳
者
惟
だ
郷
を
忘
れ
ず
し
て
後
能
く
天
下
に
及
ぶ
。
此
れ
鎖
志
の
作
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
所
以
な
り
c
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(
町
四
)

同
年
刊
の
『
石
岡
康
一
暗
合
志
』

(
現
上
海
市
嘉
定
匡
馬
陸
銀
石
崩
村
・
賓
山
匿
劉
行
鎮
庚
肩
村
)
編
者
の
一
人
で
あ
る
粛
魚
舎
は
、
そ
の
序
で
、

天
下
は
園
の
積
む
所
な
り
。
園
は
郷
の
積
む
所
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
一
郷
の
事
は
買
に
天
下
園
家
の
事
な
り
。
孔
子
日
く
、
吾
、
郷
を
観

と
。
互
の
志
に
於
い
て
盆
ま
す
信
ず
る
な
り
。

と
記
し
て
い
る
。
郷
は
天
下
の
前
提
で
あ
る
。
郷
の
累
積
が
天
下
園
家
を
構
成
す
る
が
故
に
、

て
王
道
の
易
易
た
る
を
知
る
(
『
躍
記
』
郷
飲
酒
義
第
四
十
五
)
、

一
郷
の
事
が
天
下
園
家
の
事
と
等
置
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ

う

し

た

認

識

は

、

康

照

年

聞

に

す

で

に

見

ら

れ

る

。

(

幻

)

元
和
蘇
'
同
直
鎖
、
現
在
の
臭
豚
市
'
用
直
鎮
の
鎮
志
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
果
郡
甫
里
志
』
に
は
、
同
鎮
の
人
で
編
者
で
あ
る
陳
惟
中
の
叔
父
に

乾
隆
・
嘉
慶
を
待
つ
こ
と
な
く
、

康
照
四
十
一
年
(
一
七
O
二
〉
に
嘗
時
の
蘇
州
府

あ
た
る
蘇
州
府
の
人
薬
方
嫡
の
序
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
衣
の
一
節
が
あ
る
。

蓋
し
天
下
は
一
園
の
積
な
り
。

一
園
は
一
郷
の
積
な
り
。
天
下
の
大
は
、

を
し
て
、
郷
の
人
の
集
め
て
之
を
俸
え
る
こ
と
有
ら
ざ
ら
し
む
れ
ば
、
其
れ
何
を
以
て
か
之
を
太
史
に
上
せ
、
之
を
聖
人
よ
り
剛
(
え
ら
〉

一
郷
の
小
よ
り
積
ん
で
成
る
所
な
ら
ざ
る
麗
し
。
里
巷
の
誼
吟

び
、
先
を
表
し
て
後
に
垂
れ
ん
か
。
夫
れ
天
下
の
責
に
任
ず
る
者
は
天
下
を
志
し
、

に
任
ず
る
者
は
、
誰
な
る
か
。
其
の
責
無
く
し
て
其
の
志
有
ら
ん
か
。

一
園
の
責
に
任
ず
る
者
は
一
園
を
志
す
。
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一
郷
の
責

「
園
」
が
媒
介
に
な
っ
て
い
る
が
、

「
天
下
」
は
「
郷
」
を
積
み
上
げ
て
こ
そ
成
立
す
る
と
い
う
論
理
は
す
で
に
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
天
下
の
責
と
天
下
の
志
、

一
園
の
責
と
一
園
の
志
、
及
び
一
一
郷
の
責
と
一
郷
の
志
が
卒
行
的
に
存
在
す
る
こ
と
が

提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
察
方
嫡
は
、
緩
け
て
ご
郷
の
風
教
を
維
繋
す
る
の
土
」
と
し
て
の
陳
維
中
が
編
纂
の
責
務
に
嘗
た
っ
た
こ
と
に
言

及
す
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
所
の
「
園
」
と
は
、
先
秦
の
「
諸
侯
」
の
園
を
念
頭
に
お
い
た
省
レ
ベ
ル
の
地
方
の
行
政
車
位
の
雅
稿
だ

と
み
な
さ
れ
る
。

示
し
た
序
文
も
、

第
二
の
闘
係
、
郷
志
l
勝
志
i
府
志
|
省
志
|
一
統
志
と
い
う
地
方
志
自
瞳
の
階
層
性
と
そ
の
相
互
の
不
可
分
な
関
係
に
劃
す
る
認
識
を
提

(
叩
拘
)

ま
た
こ
の
時
期
の
郷
鎖
志
に
は
贋
く
見
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
嘉
慶
九
年
三
八
O
四
〉
纂
『
朱
浬
志
』
(
現
上
海
市
金
山
匡



朱
淫
銀

先
引
の
嘉
慶
十

嘉義
竿晃
年泰(
纂志、g
E司、

書同
志42!
L司'-"草書生

"'iI 

石
岡
康
晴(
志40
Ib、，

嘉
慶

十
年

八

五

纂
E 司

馬
陸
里(
志41
』園、，

〈
現
上
海
市
嘉
定
匿
馬

陸
銀
)
な
ど
の
場
合
で
あ
り
、

(
現
上
海
市
開
行
庖
紀
王
鎮
・
諸
覆
鎮
)
は

一
統
士
山
、

省
志
に
直
接
の
言
及
は
な
い

が
、
上
記
の
関
係
へ
の
認
識
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
認
識
が
よ
り
頴
著
に
見
ら
れ
る
例
を
奉
げ
て
お
こ
う
。

先
引
の
薙
正
十
年
(
一
七
三
一
)
編
纂
の
『
卒
望
志
』
の
序
に
お
い
て
は
、
地
方
志
の
瞳
系
が
、
全
園
レ
ベ
ル
の
一
統
志
、
省
レ
ベ
ル
の
逼

志
、
府
レ
ベ
ル
の
府
士
山
、
鯨
レ
ベ
ル
の
牒
志
と
い
う
四
つ
の
階
層
に
整
理
さ
れ
た
の
ち
、
第
五
番
目
の
不
可
歓
な
階
層
と
し
て
「
村
鎮
」
の

(
川
知
〉

「
志
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
道
光
六
年
(
一
八
二
六
)
の
『
壁
鳳
里
志
』

(
現
太
倉
市
鯵
(
鳳
銀
〉
の
編
者
、

同
地
の
人
で
あ
る
時
賓
臣

の
自
序
の
前
に
置
か
れ
た
邦
接
唐
市
銀
の
人
語
天
成
の
序
に
は
、
「
族
譜
」
に
お
け
る
「
各
支
」
の
記
載
の
役
割
が
「
全
諮
問
」
に
お
い
て
果
た

す
役
割
を
評
債
し
た
の
ち
、
「
地
志
の
書
も
亦
然
る
な
り
」
と
し
て
、

下
、
慶
大
に
至
る
に
郡
牒
の
積
む
所
に
非
ざ
る
無
く
、

此
れ
に
基
づ
き
、
循
り
て
省
志
・
一
統
志
、
膏
な
此
れ
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。

郡
勝
又
郷
里
の
積
む
所
に
非
ざ
る
〔
無
し
〕
。

一
一郷
の
志
成
れ
ば
則
ち
邑
州
郡
志

nu 
nv 

と
述
べ
る
。

〈

μ叫
)

光
緒
十
九
年
(
一
八
九
三
)
刊
の
『
菱
湖
鎮
志
』
(
現
湖
州
市
菱
湖
鎮
)
に
お
け
る
湖
州
府
開
安
蘇
の
人
楊
院
の
序
文
に
も
こ
う
い
う
。

夫
れ
志
に
は
一
統
士
山
・
省
志
・
府
豚
志
有
り
。
鎮
志
に
至
り
て
は
陸
(
せ
ま
)
き
な
り
。
然
れ
ど
も
鎮
志
無
け
れ
ば
即
ち
府
豚
志
は
取
材

す
る
所
無
し
。
府
眠
雲
仙
無
け
れ
ば
印
ち
省
志
・
一
統
志
は
徴
信
す
る
所
無
し
。
故
に
鎮
志
は
買
に
諸
志
の
権
輿
に
し
て
、
関
係
す
る
所
浅

鮮
に
非
ざ
る
な
り
。

一
方
で
は
、
市
鎮
の
上
に
、
懸
以
上
の
、
階
層
を
な
す
行
政
組
織
の
瞳
系
が
、
他
方
で
は
、
郷
鎮
志
の
上
に
、
腕
肺
志
以
上
の
、
階
層
を
な
す

官
撰
の
地
方
志
の
瞳
系
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
、
郷
鎮
志
の
編
者
た
ち
は
非
常
に
強
く
意
識
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
清
代
の
郷
鎮
志
や

市
鎮
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
は
、
編
者
た
ち
の
意
識
の
中
で
、
地
方
志
や
行
政
組
織
の
階
層
的
編
成
に
お
け
る
基
底
的
な
位
置
を
占
め
て
い

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
一
方
で
蘇
志
と
い
う
存
在
を
常
に
敏
感
に
意
識
す
る
郷
鎮
志
の
編
者
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た
の
で
あ
る
。
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た
ち
が
、
他
方
で
は
嘗
の
勝
志
及
び
豚
志
以
上
の
地
方
志
と
郷
鎮
志
と
の
大
き
な
相
遣
を
も
非
常
に
強
く
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

四

官
志
と
の
相
違
・
人
と
し
て
の
責
任

そ
の
表
現
の
如
何
を
問
わ
ず
、
郷
鎮
志
は
、
豚
志
、
あ
る
レ
は
府

志
な
ど
、
燃
を
こ
え
る
行
政
匿
域
を
封
象
と
す
る
地
方
志
と
は
、
後
者
が
「
官
」
の
手
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
黙
で
は
っ
き
り
と
異
な

(

必

)

る
と
考
え
て
い
る
酷
で
あ
る
。
前
掲
の
薙
正
『
卒
望
鎮
志
』
の
「
九
例
」
第
二
項
に
お
い
て
、

き
わ
め
て
明
確
で
あ
る
の
は
、
郷
鎮
志
の
編
纂
に
従
事
す
る
人
び
と
が
、

編
纂
に
関
係
し
た
同
鎮
の
人
々
を
代
表
す
る

「
西
郊
草
堂
主
人
」
は
、

決
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

統
志
自
り
邑
乗
に
至
る
ま
で
、
必
ず
総
裁
を
立
て
て
纂
修
す
。
各
項
の
名
色
を
採
訪
す
る
よ
り
、
以
て
同
修
諸
公
の
履
歴
に
至
る
ま
で
、

韓
統
を
存
す
る
所
以
な
り
。
鎖
志
は
官
志
に
非
ず
。
瞳
裁
は
同
里
の
諸
君
子
の
其
の
自
の
賭
る
所
、
足
の
歴
る
所
を
存
し
、
以
て
一
鎮
の

そ
の
趣
旨
は
ほ
ぼ
こ
う
で
あ
ろ
う
。

一
統
志
か
ら
豚
志
に
至
る
ま
で
の
官
撰
の
方
志
の
場
合
に
は
、

必
ず
糟
裁
以
下
の
組
織
を
構
成
し
て
編

ま
た
巻
首
に
は
編
纂
に
従
事
し
た
人
び
と
の
身
分
や
姓
名
を
記
す
な
ど
、
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文
献
と
篤
す
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
今
、
俗
套
を
脱
蓋
し
、
僅
か
に
里
人
公
輯
と
云
う
の
み
。

纂
す
る
。
各
項
目
を
立
て
て
酎
臆
す
る
分
野
を
取
材
し
、

い
ず
れ
も

所
定
の
基
準
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
鎮
志
は
こ
う
し
た
官
志
で
は
な
い
。
官
志
に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
た
制
約
か
ら
は
自
由
で
あ

る
。
瞳
裁
と
し
て
は
、
編
纂
に
従
事
し
た
こ
の
鎮
の
同
人
の
見
聞

・
観
察
の
経
緯
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
留
意
す
れ
ば
よ
く
、

そ
れ
を
通
じ
て

後
代
に
残
す
べ
き

一
つ
の
鎮
の
文
献
と
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
鯨
志
以
上
の
地
方
志
編
纂
に
お
け
る
通
常
の
や
り
方
を
取
ら
ず
、

た

だ
「
里
人
公
輯
」
|
|
鎖
人
の
共
同
編
集
と
記
す
だ
け
で
あ
る
、

と

あ
る
。

同
じ
観
貼
を
、
別
の
言
い
方
で
強
く
表
現
し
た
も
の
に
、
乾
隆
五
十
二
年
(
一
七
八
七
)
序
の
あ
る
、

嘗
一
該
郷
鎮
士山
の
唯

一
の
序
は
、

(
必
)

『
濃
鎮
紀
聞
」

(
現
桐
郷
市
淡
院
銀
)
が

越
佑
な
る
人
物
に
よ
っ
て
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。
序
は

一
統
志
の
劉
象
と
す
る

「
天
下
」
、

通
志

の
封
象
と
す
る
「
直
省
」
、

郡
・
州
・
豚
志
が
封
象
と
す
る
府
・
州
・
鯨
の
規
模
が
そ
れ
ぞ
れ
に
大
き
い
こ
と
か
ら
読
き
起
こ
し
、

郷
・
鎮
の



規
模
が
、

「
一
燃
の
中
に
就
き
て
、
之
を
析
し
て
一
郷
一
銭
と
震
す
。
其
の
小
な
る
こ
と
向
勝
の
一
隅
に
嘗
る
に
足
ら
.
さ
れ
ば
、
則
ち
直
ち
に

以
て
小
大
を
較
ぶ
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
崇
修
を
極
め
て
之
を
言
う
と
難
も
猶
嘗
る
無
き
が
ご
と
く
な
り
」
と
し
て
、
い
か
に
小
さ
い
か
に
論

及
す
る
。
績
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

且
つ
夫
れ
省
志
、
郡
州
勝
志
、
上
(
の
ぼ
)
り
て
統
志
、

皆
之
を
責
め
て
官
に
在
ら
し
む
。

館
局
を
聞
き
、
経
費
を
集
め
、
敷
十
人
の
多

き
、
敷
十
年
数
年
の
久
し
き
を
合
し
て
初
め
て
一
た
び
成
る
。
成
る
こ
と
既
に
数
年
、
或
い
は
旋
い
で
慶
闘
に
聞
い
て
待
つ
有
り
。
惟
う

に
其
の
大
な
る
、
是
を
以
て
難
し
。
而
う
し
て
匿
匡
た
る
一
郷
鎮
に
於
い
て
は
何
を
か
有
ら
ん
や
。
則
ち
叉
其
の
小
大
を
較
ぶ
る
に
足
ら

ざ
る
な
り
。

一
統
志
、
省
志
、
府
志
そ
し
て
州
志
の
い
ず
れ
も
が
、
「
官
」
が
責
任
を
携
い
、
「
館
局
」
な
る
編
纂
の
た
め
の
組
織
を
設
立
し
、
経
費
と

数
十
人
の
編
纂
措
嘗
者
と
を
集
め
、
数
十
年
あ
る
い
は
短
く
て
も
数
年
の
歳
月
を
か
け
る
が
、
郷
鎮
の
士
山
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
鰻
制
は
組
み

ょ
う
が
な
い
。
同
じ
序
の
績
く
部
分
の
表
現
に
よ
れ
ば
、

大
は
必
ず
諸
を
官
に
待
つ
も
、
小
は
則
ち
人
皆
勉
む
べ
し
。
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
蘇
志
以
上
の
地
方
志
と
郷
鎮
志
と
の
聞
に
は
、
官
撰
と
民
撰
と
い
う
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(

幻

)

〈

必

)

先
述
の
康
田
川
『
呉
郡
甫
里
士
山
』
は
、
ち
な
み
に
、
近
年
の
『
中
園
地
方
志
総
目
提
要
』
(
上
部
〉
(
前
掲
)
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
清
代
の
こ
の

時
黙
で
は
じ
め
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
代
中
葉
以
来
、
成
化
、
隆
慶
、
高
暦
、
天
啓
、
崇
顧
と
編
纂
の
試
行
を
し
ば
し
ば
重
ね
て

き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
、
郷
鎮
志
と
府
豚
志
と
を
劃
比
し
た
編
者
陳
惟
中
の
次
の
言
及
が
あ
る
。

往
者
(
さ
き
に
)
金
問
川
・
趨
甫
陽
一の
諸
先
輩
、
曾
て
里
志
を
纂
集
す
る
の
奉
有
る
も
、
惜
し
む
ら
く
は
未
だ
書
を
成
さ
ず
。
槍
桑
(
明
清

壬
朝
交
替
の
激
餐
)
以
後
、
復
た
漸
く
散
供
し
、
今
に
迄
る
ま
で
之
に
績
く
莫
き
な
り
。
夫
れ
調
う
に
、
志
書
の
作
、
原
よ
り
史
書
と
相
い

表
裏
し
、
惟
だ
良
有
司
の
み
之
を
暴
行
す
る
を
得
、
郷
先
生
之
を
裁
定
す
る
を
得
る
な
り
。
此
れ
、
郡
邑
の
志
則
ち
然
り
。

一
里
の
事
の
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若
き
は
、
固
よ
り
有
司
の
及
ば
ざ
る
所
に
し
て
、
郷
先
生
も
未
だ
這
(
い
と
ま
)
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。

(
自
序
)
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府
間
糊
志
ま
で
は
、

「
有
司
」
||
地
方
官
が
企
重
し
、
「
郷
先
生
」
|
|
郷
紳
が
編
纂
に
嘗
た
る
が
、
「
里
志
」

|
|
郷
鎮
志
に
は
、
地
方

官
も
郷
紳
も
開
興
し
な
い
。
こ
れ
が
、
郷
鎖
志
と
鯨
志
以
上
の
地
方
志
と
の
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
と
す
る
。
光
緒
五
年
(
一
八
七
九
)
編
纂
、

(

川

り

)

光
緒
十
五
年
(
一
八
八
九
〉
刊
行
の
先
引
『
羅
庖
銀
志
』
の
編
者
で
あ
る
鋲
人
潜
履
鮮
も
巻
首
に
お
け
る
一
文
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
光
緒
二
・
三
年
(
一
八
七
六
・
七
七
〉
の
頃
、
各
省
で
州
豚
志
の
編
纂
が
命
じ
ら
れ
、
『
賓
山
鯨
志
』
も
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

自
ら
も
作
業
に
参
加
し
た
が
、
経
費
が
調
達
で
き
ず
に
中
止
さ
れ
、
同
五
年
、
「
門
を
杜
し
て
家
居
し
」
、
そ
の
夏
を
無
魚
に
過
ご
す
中
で、

に
わ
か
に
、
か
つ
て
羅
庖
の
「
里
志
」
を
編
纂
し
な
が
ら
未
刊
の
ま
ま
に
終
わ
っ
た

「沼
君
」
の
後
を
縫
ぐ
決
意
を
し
た
こ
と
に
鏑
れ
、

豚
志
の
成
る
と
成
ら
ざ
る
と
は
責
は
上
に
在
り
、
里
志
の
成
る
と
成
ら
ざ
る
と
は
責
は
下
に
在
り。

と
述
べ
て
い
る
。

郷
鎖
志
編
纂
・
刊
行
の
猪
い
手
は
、
蘇
志
以
上
の
地
方
志
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
郷
鎖
志
の
編
纂
・
刊
行
の
場
で
あ
る
市
銀

中
心
の
地
域
社
舎
と
勝
志
以
上
の
封
象
と
す
る
と
こ
ろ
の
行
政
官
が
汲
遣
さ
れ
る
地
域
的
な
場
と
の
性
格
の
相
違
で
も
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ

う
に
、
郷
鎮
志
編
纂
が
量
的
に
願
著
に
増
大
し
は
じ
め
た
乾
隆
年
間
以
降
、
郷
鎮
志
、
郷
志
、
そ
し
て
鎮
志
と
い
う
呼
稽
が
成
立
し
、
各
市
銀

に
お
い
て
周
濯
の
市
鎖
に
お
け
る
郷
鎮
志
編
纂
の
動
き
が
相
互
に
強
く
意
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
中
で
、
豚
志
|
府
志
|
省
志
|
一
統
志
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と
い
う
地
方
士
山
の
盟
系
の
下
に
お
け
る
郷
鎖
志
と
鯨
|
府
l
省
|
天
下
と
い
う
行
政
の
瞳
系
の
下
に
お
け
る
市
銀
中
心
の
祉
舎
と
が
、
と
も
に

基
底
的
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
方
で

こ
こ
四
簡
に
お
レ
て
見
て
き
た
よ
う
に
、
郷
鎮
志

「
官
」
に
劃
す
る
「
人
」
の
立
場
の
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
い
自
費
が
、
清
代
で
は
ど
こ
か
ら
生
ま

れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
郷
鎖
志
編
纂
の
措
い
手
と
そ
の
地
域
社
舎
と
の
関
わ
り
と
を
検
討
し
た
い
。

は
、
鯨
志
以
上
の
地
方
志
と
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
行
政
や
文
化
の
あ
り
方
と
も
関
わ
る
こ
の
間
い
を
解
く

の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、



五

郷
鎮
志
の
編
者
と
地
域
社
舎

ωU 
『
棲
乗
類
編
』
|
|
十
八
世
紀
六
十
年
代
纂
、
未
刊
の
稿
本

郷
鎮
志
は
、
そ
の
固
有
の
基
盤
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
市
銀
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
人
び
と
の
手
に
よ
り
、
ど
の

よ
う
に
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
干
の
鎮
志
に
聞
し
て
検
討
し
よ
う
。

『
棲
乗
類
編
』
は
、
杭
州
市
か
ら
大
運
河
に
沿
っ
て
北
へ
、
杭
州
市
の
郊
匿
と
現
蝕
杭
市
内
を
進
み
、
徳
清
鯨
境
で
北
東
へ
折
れ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
今
日
の
飴
杭
市
塘
棲
鎮
、
嘗
時
唐
棲
と
呼
ば
れ
、
「
E
鋸
」
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
の
鎮
に
お
い
て
、
乾
隆
三
十
年
(
一
七
六
五
)
に
編

(

印

)

『
武
林
掌
故
叢
編
』
第
二
集
に
牧
め
ら
れ
た
『
唐
棲
志
略
稿
』
、
光
緒
十
六
年
(
一

纂
さ
れ
た
。
そ
の
二
年
後
、
乾
隆
三
十
二
年
に
編
纂
さ
れ
、

(

況

〉

八
九

O
〉
に
刊
行
さ
れ
た
『
唐
棲
志
』
と
異
な
り
、
世
に
十
分
は
知
ら
れ
な
い
ま
ま
、

『
中
園
地
方
志
集
成
』

燕
京
大
拳
園
書
館
に
、

「
郷
鎮
志
専
輯
」
前
掲
に
は
牧
め
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
現
在
は
北
京
大
事
国
書
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館
に
抄
本
が
議
さ
れ
て
い
る
。

乾
隆
三
十
年
に
「
逸
民
周
兆
謙
」
の
名
で
し
た
た
め
ら
れ
た
そ
の
「
自
序
」
に
よ
れ
ば
、
同
鎮
の
人
、

「
家
事
を
承
け
、

日
び
研
求
を
事
と

す
る
も
、
未
だ
究
奥
を
窺
え
ざ
る
」
献
況
に
あ
っ
た
周
兆
謙
は
、

か
ね
て
「
吾
郷
の
山
水
の
形
勢
を
取
り
て
一
加
に
撰
成
し
、
名
づ
け
て
『
棲

里
圃
読
』
と
目
」

っ
た
。
周
兆
謙
が
こ
の
鎮
に
閲
す
る
先
行
の
記
録
と
し
て
隼
重
し
て
い
た
の
が
張
之
痛
(
半
庵
)
の
『
棲
里
景
物
略
』
で
あ

り
、
よ
り
強
く
意
識
し
て
い
た
の
が
、
こ
の
『
棲
里
景
物
略
』
を
「
増
訂
」
し
た
曹
把
(
寂
園
)
の
『
棲
水
文
乗
』
、

た
。
ち
な
み
に
『
唐
棲
志
』
巻
十
二
・
志
番
奮
に
よ
れ
ば
「
逸
民
」
は
正
式
の
競
、
「
堪
輿
を
善
く
し
」
、
「
明
の
文
蓮
司
郎
周
公
の
喬
孫
」
で

あ
り
、
張
之
蕪
及
び
曹
旧
は
と
も
に
諸
生
で
あ
っ
た
。
周
兆
謙
の
科
奉
制
度
上
の
位
置
に
は
と
く
に
言
及
が
な
い
。

一
名
『
棲
乗
』

で
あ
っ

「
自
序
」
と
も
ど
も
周
兆
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謙
の
名
を
末
尾
に
記
す
「
九
例
」
に
は
、

唐
棲
、
素
よ
り
志
紀
に
乏
し
。
康
照
初
、
里
中
の
宿
儒
張
牢
庵
・
徐
野
君
、
始
め
て
棲
里
景
物
略
を
集
有
せ
り
。
旋
い
で
曹
寂
園、

生
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と
あ
る
。 苦

志
し
、
重
ね
て
実
輯
を
加
え
、
名
づ
け
て
棲
乗
と
日
う
。

「
自
序
」
に
は
、
周
兆
謙
が
曹
旧
の
『
棲
水
文
乗
』
を
ふ
ま
え
て
『
棲
乗
類
編
』
を
編
纂
し
た
過
程
に
つ
い
て
、
概
略
次
の
よ
う
に

記
す
。『

棲
里
景
物
略
』
を
増
訂
し
た
曹
旧
の
『
棲
水
文
乗
』
は
唐
棲
鎮
の
「
志
」
と
し
て
の
寅
質
を
も
っ
て
レ
た
が
、
刊
行
に
は
至
ら
ず
、
そ
の

子
患
の
未
亡
人
の
と
こ
ろ
に
二
十
絵
年
所
賦
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
死
亡
後
、
散
逸
を
恐
れ
た
人
び
と
の
醸
金
に
よ
っ
て
銭
殻
向
な
る
人
物
の
手

元
に
置
か
れ
、
鎮
の
死
後
、

曹
家
に
あ
っ
た
績
稿
と
と
も
に
周
兆
謙
と
そ
の
同
好
の
士
の
手
に
入
っ
た
。
周
兆
謙
ら
は
、
そ
の
後
二
年
の
歳
月

を
か
け
、
曹
萩
園
の
稿
本
を
一
般
的
な
府
豚
志
の
瞳
例
に
よ
っ
て
整
理
し
、
十
六
巻
の
『
棲
乗
類
編
』
と
し
て
編
纂
し
た
。
編
纂
の
際
、
曹
岨

の
原
稿
そ
れ
自
瞳
に
は
手
を
加
え
な
い
と
い
う
方
針
が
貫
か
れ
た
が
、
も
し
増
補
す
る
場
合
に
も
、

「
正
(
お
し
え
〉
を
有
道
(
皐
聞
や
道
徳
の

す
ぐ
れ
た
人
士
〉
に
就
(
こ
〉
う
」
と
い
う
態
度
で
臨
み

「
臆
断
」
を
避
け
た
。

『
棲
乗
類
編
』
も
ま
た
稿
本
の
ま
ま
で
置
か
れ
、

刊
行
は
後
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日
に
期
さ
れ
た
。

『
棲
乗
類
編
』
編
纂
に
至
る
以
上
の
経
緯
を
見
て
、
改
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
本
書
が
先
行
す
る
張
痛
・
徐
野
君
の
『
棲
里
景
物
略
』
及

び
曹
把
の
『
棲
水
文
乗
』
と
と
も
に
、
地
元
に
志
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
唐
棲
鎖
在
住
の
誼
書
人
た
ち
自
身
の
設
一
一
意
に
な
り
、

ま
た
彼
ら
自
身

の
手
で
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

『
棲
乗
類
編
』
が
こ
の
よ
う
に
い
わ
ば
地
域
の
人
び
と
の
自
設
的
な
編
纂
に
な
る
こ
と
は
、
以
下
の
経
緯
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、

『
棲
乗
類
編
』
の
稿
本
完
成
の
わ
ず
か

二
年
後
、
た
ま
た
ま
鎮
の
人
高
鷲
中
か
ら
そ
れ
を
見
せ
ら
れ
た
鎮
外
の
一
土
人
何
瑛
(
春
渚
〉
に
よ
っ
て
、
「
分
類
は
繁
冗
駁
雑
に
し
て
、
筆

(

臼

)

(

臼

)

亦
た
倣
憾
な
り
」
と
い
う
批
剣
を
受
け
、
こ
の
何
瑛
が
、
後
代
か
ら
「
筆
甚
だ
し
く
簡
潔
に
し
て
一
鎮
の
掌
故
、
何
お
閥
如
に
病
し
む
」
と
さ

か
ね
て
か
ら
「
其
の
山
水
の
清
瞬
、

衡
字
相
接
し
、

郷
陳
に
類
せ
ざ
る
が
若
き
者
を
愛
し
」

え
い
わ
れ
る
ほ
ど
極
端
に
簡
略
な
『
唐
棲
志
略
稿
』
を
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
公
的
に
設
置
さ
れ
た
編
集
局
と
財
政
的
基
盤
を
も
ち
、
必
ず
刊

本
と
し
て
世
に
出
さ
れ
る
勝
士
山
の
場
合
に
は
、
刊
行
後
ま
も
な
く
こ
の
よ
う
な
改
訂
が
な
さ
れ
る
と
と
は
一
般
的
に
は
あ
り
得
な
い
。



し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
地
域
の
人
び
と
の
自
護
性
は
地
域
社
舎
の
直
面
す
る
課
題
を
解
決
し
た
い
と
い
う
要
請
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
『
棲
乗
類
編
』
に
お
け
る
『
棲
水
文
乗
』
の
増
補
の
仕
方
に
は
、
そ
の
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
『
棲
乗
類
編
』
の
「
凡
例
」
は
こ

の
増
補
部
分
に
闘
す
る
説
明
に
嘗
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

『
棲
水
文
乗
』
の
増
補
に
加
え
て
、
後
に
言
及
す
る
よ
う
に
『
棲
水
文
乗
』

お
そ
ら
く
は
康
照
二
十
六
年
(
一
六
八
七
)
刊
『
仁
和
鯨
士
山
』
の
絞
如
の
補
填
を
す
る
意
園
も
窺
わ
れ

の
整
理
に
嘗
た
っ
て
範
と
し
た
邑
志
、

る。
「
九
例
」
が
特
に
言
及
し
て
い
る
項
目
は
、
巻
一
「
封
陰
」
の
城
壁
、
街
巷
、
橋
梁
、
巻
二
「
山
川
」
、
巻
三
「
公
署
」
、
巻
三
・
四
に
わ
た

る
「
風
土
」
の
う
ち
の
土
産
及
び
径
役
、
巻
六
「
水
利
」
、
巻
七
「
値
政
」
、
巻
入
・
九
・
十
・
十
一
「
人
物
」
の
う
ち
、

ム
γ

名
流
。
と
括
ら
れ

た
と
こ
ろ
の
宜
簡
・
清
介
な
ど
七
項
目
、
及
び
、
節
婦
、
貞
女
、
寓
賢
、
巻
十
五
・
十
六
「
喜
文
」
で
あ
る
。
周
兆
謙
の
観
貼
を
と
く
に
端
的

に
示
す
の
は
、
こ
の
中
で
も
、
橋
梁
、
水
利
、
値
政
、
物
産
及
び
ク
名
流
。
な
ど
で
あ
る
が
、
う
ち
橋
梁
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

棲
(
唐
棲
鎮
)
は
水
郷
に
属
せ
ば
、
橋
非
ざ
れ
ば
行
く
莫
く
、
而
う
し
て
河
梁
の
功
は
最
も
樽
ハ
ひ
ろ
)
し
。
第
だ
志
(
『
仁
和
豚
志
』
)
の
橋

を
載
す
る
に
、
棲
は
十
に
し
て
二
三
に
及
ば
ず
。
如
え
ば
、
長
橋
は
規
模
の
宏
き
、
工
程
の
浩
な
る
、
千
里
匹
無
し
。
歴
次
建
修
の
事

賀
、
義
を
椙
え
資
を
摘
す
こ
と
、
嘉
き
猷
(
は
か
り
ご
と
)
と
誌
(
み
ご
と
)
な
る
蹟
(
お
こ
な
い
〉
は
、
頭
現
(
い
し
〉
に
勤
(
き
ざ
)
む
と
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難
も
、
若
し
成
書
に
登
さ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
感
を
輿
し
善
を
輿
さ
ん
。

唐
棲
鎮
の
長
橋
は
、
麻
志
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
規
模
は
大
き
く
、
も
し
書
物
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
公
共
事
業
へ

の
献
身
の
事
買
を
逼
じ
て
地
域
社
舎
の
人
び
と
に
今
後
の
貢
献
に
つ
な
が
る
感
銘
を
俸
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
。

(
下
略
〉

。
名
流
。
の
項
中
に
は
以
下
の
一
節
が
あ
り
、
豚
志
の
飲
如
の
補
正
へ
の
強
い
意
欲
が
う
か
が
え
る
。

人
物
は
ロ
巴
志
の
輯
す
る
所
に
し
て
、
大
抵
は
諸
の
耳
目
に
愚
り
、
遁
き
を
牧
め
遠
き
を
遣
し
、
以
て
吾
棲
の
表
表
た
る
名
流
に
し
て
聾
海

一
つ
一
つ
表
淳
す
c

余
因
り
て
採
り
て
以
て
分
類
し
、
各
科

内
に
溢
る
る
者
、
毎
に
遺
漏
と
鋳
る
。
張
・
曹
南
氏
、
其
の
文
献
を
蒐
め
、

317 

に
編
入
せ
り
。
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「
九
例
」
の
多
く
の
項
目
を
通
じ
て
、
『
棲
乗
類
編
』
の
編
者
周
兆
謙
の
観
黙
は
、
同
鎮
地
域
社
舎
の
存
立
の
基
盤
を
な
す
公
共
的
事
業
や

活
動
を
記
録
し
、
こ
の
種
の
事
業
や
活
動
へ
の
関
心
を
喚
起
し
て
そ
の
た
め
に
貢
献
す
る
人
材
登
場
の
契
機
と
す
る
こ
と
、
及
び
贋
く
鎮
の
事

買
に
関
わ
る
豚
志
の
遺
漏
を
補
正
す
る
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
九
例
」
の
末
尾
近
く
置
か
れ
た

「義
文
」
に
闘
す
る
項
に
お

け
る
「
吏
治
民
生
に
禅
盆
す
る
」
の
句
及
び
「
里
中
の
公
務
」
と
い
う
用
語
は
興
味
深
い
。

ず。 華
文
・
詩
詞
は
、
皆
儒
流
の
苦
心
に
出
ず
。
九
そ
見
聞
す
る
所
、
固
よ
り
輩
く
は
繕
う
能
わ
ざ
る
も
、
亦
た
敢
え
て
軽
が
る
し
く
は
棄
て

(
中
略
)
其
の
吏
治
民
生
に
禅
盆
す
る
者
有
れ
ば
尤
も
嘗
に
牧
取
す
ベ
し
。

(
中
略
〉
里
中
の
公
務
の
若
き
は
、
碑
喝
に
具
わ
る
と
雄

一
に
往
迩
を
稽
循
す
ベ
く
、
井
び
に
観
感
興
起
し
、
前
功
を
腫
纏
す

も
、
其
の
文
は
地
に
随
い
て
登
記
し
、
或
い
は
晃
に
紀
文
に
列
す
e

べ
し
と
云
う
。

『
棲
乗
類
編
』
は
、
そ
の
稿
本
完
成
後
僅
か
二
年
に
し
て
、
先
に
原
文
を
引
用
し
た
よ
う
に
、

ク
分
類
が
繁
雑
で
文
-
章
も
ご
た
ご
た
し
て
い

る
々
と
い
う
批
剣
を
『
唐
棲
志
略
稿
』
の
編
者
で
あ
る
何
瑛
か
ら
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、

巻
六
「
水
利
」
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
寅
際
の
絞
越
は
、

た
と
え
ば
、
巻
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四
「
径
役
」
、

し
ば
し
ば
官
側
の
逼
知
や
民
聞
の
上
申
か
ら
な
る
文
書
及
び
碑
文
を
原
文
の

ま
ま
で
羅
列
的
に
牧
録
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
瞳
裁
の
蕪
雑
を
非
難
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
資
料
の
牧
集
ぶ
り
や
掲
載
の
あ
り
方
自
瞳
、

『
棲
乗
類
編
』
が
地
域
社
舎
の
た
だ
中
で
地
域
社
曾
の
人
び
と
に
よ
っ

て
直
接
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
事
寅
を
物
語
っ
て
い
る
。

白

『
察
里
志
』

『
繋
里
績
志
』
|
|
十
九
世
紀
初
頭
の
刊
本
・
十
九
世
紀
末
の
刊
本

郷
鎮
志
の
編
者
の
存
在
形
態
が
、
嘗
一
該
の
鎮
の
地
域
社
舎
の
住
民
で
、
公
共
的
課
題
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
は
、

〈口さ

十
九
世
紀
初
頭
、
清
代
の
嘉
慶
十
年
(
一
八
O
五
)
刊
の
蘇
州
府
呉
江
蘇
の
『
繋
里
志
』
、

(
日
)

八
九
七
〉
刊
の
『
察
里
績
志
』
に
お
い
て
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
。

そ
れ
を
継
い
だ
十
九
世
紀
末
、
光
緒
二
十
五
年
(



(

日

出

)

『
察
里
志
』
は
繋
里
鎮
の
人
、
嘉
慶
三
年
(
一
七
九
八
)
、
摘
納
で
監
生
・
翰
林
院
額
外
待
詔
の
資
格
を
得
た
徐
達
源
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ

た。

達
源
、
少
き
時
、
即
ち
人
の
里
中
の
往
事
を
談
る
を
喜
び
、
閉
ま
聞
く
所
有
ら
ば
瓶
ち
書
に
筆
(
か
)
く
。

志
を
閲
る
に
、
禦
里
と
開
渉
せ
る
者
、
三
数
頁
に
満
た
ず
。
心
構
か
に
之
を
阻
し
む
。

長
ず
る
に
及
び
、
新
奮
の
勝

〈
「
自
序
」
)

繋
里
鎮
に
叫
到
す
る
強
烈
な
郷
土
意
識
か
ら
出
護
し
て
十
六
巻
の
『
察
里
志
』
を
、

と
珍
賓
に
同
じ
く
、
寒
暑
既
に
忘
れ
、
寝
食
亦
た
鹿
す
」
と
い
う
よ
う
に
濁
力
で
完
成
し
た
徐
達
源
で
は
あ
る
が
、

孜
誼
す
る
所
有
る
に
庶
幾
く
、

「
九
そ
吾
里
に
於
い
て
一
字
相
い
及
ぶ
有
ら
ば
、
購
う
こ

「
自
序
」
の
末
尾
に
、

後
の
風
を
采
る
者
、

人
徐
達
源
無
際
氏
、
学
遠
堂
に
書
す
c

市
う
し
て
里
中
の
文
献
、

亦
た
是
に
籍
り
て
墨
ぼ
梗
(
あ
ら
ま
し
〉
を
存
せ
ん
。
里

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
繋
里
志
』
は
、
そ
の
完
成
後
は
、
あ
く
ま
で
繋
里
鎮
の
人
び
と
に
継
承
さ
れ
る
公
的
記
録
と
し
て
の
性
格
を

脱
藁
の
後
、
諸
も
ろ
の
相
知
れ
る
、
更
ご
も
相
い
参
訂
し
て
各
お
の
其
の
是
な
る
を
求
め
、

是
れ
書
の
厚
き
幸
い
な
る
に
非
ず
や
。

叉
二
年
、
井
び
に
賀
を
醸
し
て
刊
に
付
す
e
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も
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
刊
行
に
際
し
て
も
、

「
自
序
」
に
、

と
述
べ
る
よ
う
に
、
鎮
人
を
主
韓
と
す
る
そ
の
知
友
が
援
助
し
て
い
る
。
巻
首
の
「
参
授
姓
氏
」
に
よ
れ
ば
、
参
訂
・
校
字
に
関
わ
っ
た
十
五

名
の
う
ち
、

「
同
里
」
、

す
な
わ
ち
鎮
人
は
十
名
を
占
め
る
。

ち
な
み
に
、
他
に
呉
江
蘇
人
四
名
、
震
津
豚
人
一
名
、
及
び
秀
水
鯨
人
二
名
が

関
わ
っ
て
い
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
徐
達
源
の
活
動
が
皐
に
『
繋
里
志
』
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
に
燭
れ
る
『
饗
里
績
士
山
』
巻
二
・

善
堂
〈
義
渡
・
義
荘
附
)
所
裁
の
李
廷
芳
「
繋
里
衆
善
堂
碑
記
」
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。
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省
城
に
奮
よ
り
同
仁
堂
・
同
善
堂
有
り
。
法
最
も
詳
善
に
し
て
、
歳
ご
と
に
牧
疫
す
る
所
、
貰
く
且
つ
多
し
。
而
う
し
て
外
邑
は
未
だ
昆

一
堂
を
仇
設
し
、
衆
善
と
日
う
。
堂
中
の
所
事
、

一
に
同
善
・
同
仁
に
法
る
。
其
の
経
始
は

慮
奉
行
す
る
能
わ
ず
。
今
、
邑
の
繋
里
鎮
、
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則
ち
待
詔
山
民
徐
君
(
徐
達
源
〉
、
同
志
と
貨
を
出
し
て
之
を
創
る
。
其
の
経
費
は
則
ち
闇
鎮
士
民
之
を
掲
助
す
。
其
の
規
僚
は
則
ち
徐
君

衆
議
を
集
め
て
之
を
酌
定
す
。
嘉
慶
壬
申
(
十
七
年
。
一
八
二
一
)
三
月
、
前
明
凌
太
常
の
洞
を
悟
り
て
掛
公
の
所
と
箆
す
。
(
中
略
)
今
、

一
鎮
の
士
、
勝
躍
施
す
を
繁
い
、
力
め
て
此
の
穆
を
成
す
。

『
禦
里
績
志
』
善
堂
に
は
、
績
い
て
楊
圭
「
衆
善
堂
碑
記
」
が
あ
り
、

衆
善
堂
は
呉
江
の
繋
里
鎖
に
設
け
ら
れ
、
市
う
し
て
分
局
は
震
津
所
轄
の
卒
望
に
在
り
。
其
の
事
、
掩
埋
を
以
て
主
と
矯
し
、

施
棺
・
施
衣
・
値
麓
・
惜
字
・
放
生
等
の
舎
、
鷲
に
附
す
。
嘉
慶
十
七
年
、
徐
君
(
徐
遼
源
)
同
志
と
と
も
に
始
め
て
貨
を
損
し
て
察
里

に
創
行
し
、
未
だ
一
年
に
及
ば
ず
し
て
卒
望
の
諸
善
信
、
跨
躍
し
て
験
す
る
を
笑
う
。

而
う
し
て

衆
善
堂
は
、
放
置
さ
れ
て
い
る
死
者
の
埋
葬
を
主
瞳
に
、
棺
と
蕎
衣
の
支
給
、
未
亡
人
の
生
計
支
援
、
文
字
の
書
か
れ
た
紙
や
陶
器
な
ど
の

始
末
、
生
物
の
保
護
な
ど
、
江
南
デ
ル
タ
都
市
部
で
普
及
し
た
善
堂
の
活
動
を
こ
こ
繋
里
鎮
及
び
郷
接
す
る
卒
望
鎮
で
賞
施
し
た
の
で
あ
り
、

扮
湖
巡
検
周
文
澗
の
提
唱
で
行
な
わ
れ
た
第
二
橋
(
染
字
坪
)
の
建
設

へ
の

(
閉
山
)

醸
金
、
道
光
十
八
年
に
お
け
る
天
随
橋
(
染
字
呼
)
の
建
設
に
も
及
ん
で
い
る
。

徐
達
源
の
繋
里
錨
地
域
社
舎
で
の
活
動
は
、

嘉
慶
二
十
二
年
、
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徐
達
源
は
そ
の
首
唱
者
で
あ
っ
た
。

光
緒
二
十
五
年
(
一
八
九
九
〉
刊
行
の
『
繋
里
績
志
』
が
繋
里
鎮
の
人
、

(

回

〉

る
奈
丙
折
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
経
緯
も
、
『
察
里
士
山
』
が
徐
達
源
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
。
奈
丙
折
が
「
自
序
」
で

『
禦
里
士
山
』
刊
行
以
来
九
十
年
聞
の
鎮
に
闘
す
る
記
録
の
依
落
、
近
刊
の
『
呉
江
蘇
績
志
』
に
お
け
る
繋
里
鎮
関
係
の
事
貫
の
省
略
と
遺
漏
・

同
治
十
一
年
(
一
八
七
二
〉
の
揖
納
に
よ
る
監
生
・
候
選
燃
丞
で
あ

誤
謬
の
多
さ
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
察
丙
折
も
車
濁
で
刊
行
を
行
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
巻
首
の
「
参
訂
・
校
勘
」
に
よ
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
作
業
に
は
二
十
人
が
従
事
し
、
こ
の
う
ち
八
人
が
禦
里
鎮
人
、
あ
と
は
震
津
豚
四
名
、
果
江
豚
四
名
、
秀
水
懸
三
人
、
宜
輿
鯨

一
名
と
な

っ
て
い
る
。

」
の
禁
丙
折
も
徐
達
源
と
同
様
に
、
善
堂
の
活
動
に
深
く
閥
興
し
て
い
た
。

『
察
里
績
志
』
巻
二
「
善
堂
」

に
よ
れ
ば
、
禁
丙
折
は
、
衆
善



堂
の
建
物
自
瞳
の
維
持
に
携
わ
っ
て
い
る
。

同
治
十
二
年
、
里
人
沈
光
錦
・
張
元
瀬
・
徐
賓
樹
・
奈
丙
折
・
王
邦
瑞
等
重
修
し
、
光
緒
十
九
年
、
里
人
沈
光
錦
・
察
丙
折
・
王
室
蕃
・

張
鳴
脇
、
復
修
す
。

衆
善
堂
の
運
営
を
支
え
る
資
産
と
し
て
の
「
公
掲
堂
産
」
と
し
て
は
、
呉
江
豚
・
震
津
鯨
及
び
漸
江
の
嘉
善
燃
の
土
地
及
び
呉
江
鯨
の
房
屋

(
家
作
)
が
あ
っ
た
が
、
察
丙
折
は
そ
の
旗
充
に
開
興
し
て
い
る
。

光
緒
十
年
、
里
人
沈
光
錦
・
張
元
瀬
・
察
丙
折
・
染
字
坪
房
屋
一
所
計
四
聞
を
積
置
す
。
十
一
年
、
里
人
察
丙
折
、
呉
江
蘇
の
田
三
十
四

払
七
分
五
輩
を
績
置
す
。
十
四
年
、
里
人
沈
光
錦
・
奈
丙
折
・
王
室
蕃
、
改
建
せ
る
染
字
坪
房
屋
一
所
計
十
九
聞
を
績
置
す
。

郷
鎮
志
の
刊
行
そ
れ
自
瞳
が
地
域
社
舎
の
公
共
的
事
業
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

(

印

)

刊
、
昆
山
鯨
周
荘
鎮
の
『
周
荘
鎮
志
』
の
「
九
例
」
に
お
い
て
、
編
者
陶
照
、

言
及
を
行
な
っ
て
い
る
。

光
緒
八
年
(
一
八
八
二
)

(

印

)

『
租
豪
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
人
物
が
衣
の
よ
う
な
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遁
た
ま
前
年
議
賑
(
河
南
へ
の
賑
済
)
を
助
け
ん
と
簿
り
、
鎮
中
に
て
茶
摘
を
奉
行
し
、
纏
い
で
復
た
移
し
て
菅
賑
(
山
西
へ
の
賑
済
)
・
直

賑
(
直
隷
へ
の
賑
済
)
を
助
す
。
賑
事
竣
り
、
因
り
て
銭
太
守
卿
訴
に
請
い
、
此
の
欺
を
以
て
鎮
志
を
刊
刻
す
る
こ
と
及
び
他
の
善
奉
の
用

と
震
し
、
用
に
敷
る
を
倹
ち
て
聞
ち
に
撤
を
議
さ
ん
と
す
。
太
守
之
を
許
す
。
遂
に
庚
申
の
え
/
抄
、
梓
に
付
す
。
執
れ
か
意
園
わ
ん
、
従

弟
己
に
見
及
ば
ざ
る
な
り
。
光
緒
八
年
、
歳
壬
午
に
在
り
。
夏
四
月
、
里
人
陶
照
子
春
氏
謹
し
ん
で
識
す
。

北
方
の
災
害
救
済
の
た
め
の
義
摘
金
募
集
を
行
い
、
蘇
州
知
府
の
許
可
を
得
て
そ
の
徐
剰
金
で
鎮
志

の
刊
行
と
鎮
の
そ
の
他
の
祉
曾
事
業
と
を
賓
施
し
た
と
い
う
。
十
九
世
紀
初
頭
、
清
代
嘉
慶
後
宇
か
ら
世
紀
の
末
、
光
緒
年
聞
に
か
け
て
蘇
州

府
呉
江
蘇
の
察
里
鎮
に
お
け
る
郷
鎖
志
編
纂
の
携
い
手
と
鎮
の
公
共
的
事
業
の
携
い
手
と
の
同
一
性
は
、
こ
こ
蘇
州
府
昆
山
勝
周
荘
鎮
の
郷
鎮

周
荘
鎮
で
は
光
緒
七
年
(
一
八
八
一
〉
、

志
の
場
合
に
も
検
註
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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国

『
銭
門
塘
郷
土
山
』

|
|
十
八
世
紀
末
・
十
九
世
紀
前
半
・
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
稿
本
の
縫
承
と
二
十
世
紀
の
油
印
本

清
代
乾
隆
末
年
、
十
八
世
紀
末
、
江
南
デ
ル
タ
地
域
社
舎
に
お
け
る
郷
鋸
志
編
纂
の
普
及
の
中
で
生
ま
れ
た
種
子
を
成
長
さ
せ
、
民
園
十
年

(
m
m
)
 

(
一
九
二
一
)
に
刊
行
さ
れ
た
『
銭
門
塘
郷
志
』
の
場
合
は
、
編
者
と
そ
の
地
域
社
舎
に
お
け
る
活
動
と
の
閥
連
が
き
わ
め
て
明
確
で
あ
る
。

銭
門
塘
は
、
南
宋
か
ら
明
代
に
か
け
て
繁
祭
し
た
市
銀
で
あ
っ
た
。
『
銭
門
塘
郷
志
』
巻
十

・
喜
文
志
上
に
牧
録
さ
れ
た
『
鎮
門
塘
市
記
』

「
自
序
」

に
よ
れ
ば
、
南
宋
初
に
嘉
定
問
怖
が
設
立
さ
れ
る
と
、
こ
こ
に
倉
庫
が
置
か
れ
、
運
搬
船
が
徐
行
浦
か
ら
南
へ
と
謹
ん
で
呉
淑
江
に
達

し
て
お
り
、
「
故
に
入
居
調
密
、
一
商
買
貿
易
し
て
往
来
交
通
し
、
東
西
聯
接
す
る
こ
と
四
五
里
な
り
」
と
い
う
規
模
を
も
ち
、

「
士
庶
肢
賞
、
債

然
た
る
小
都
舎
に
し
て
、
幾
ん
ど
南
朔
と
坪
(
ひ
と
〉
し
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
「
自
序
」
に
「
勝
圏
季
年
自
り
日
に
彫
零
に
就

く
」
と
い
う
よ
う
に
明
末
か
ら
衰
え
、
上
海
市
文
物
保
管
委
員
曾
鉛
印
本
『
銭
門
塘
郷
志
』
の
践
に
は
、
清
代
に
は
「
市
百
戸
を
過
ぎ
ず
、
郷

三
千
絵
口
を
過
ぎ
ず
」
と
記
す
。
康
照
十
年
(
一
六
七
一
)
の
早
災
に
際
し
、
嘉
定
豚
下
で
鎮
ご
と
に
粥
の
炊
き
出
し
場
所
と
し
て
の
廠
を
設
置

し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
『
銭
門
塘
郷
土
ル
』
巻
一
・
歴
代
沿
革
表
は
、
先
に
紹
介
し
た
稲
田
清

一
の
近
年
の
見
解
と
は
異
な
り
、
同
年
に
早
く
も

鐘
門
塘
廠
が
成
立
し
た
と
す
る
。
同
歴
代
沿
革
表
に
よ
れ
ば
、
清
末
宣
統
二
年
(
一
九
一

O
〉
か
ら
銭
円
塘
郷
と
改
め
ら
れ
、
中
華
民
国
も
こ
れ

を
踏
襲
し
た
。
現
在
で
は
民
園
期
の
鄭
郷
で
あ
る
望
仙
橋
郷
が
上
海
市
嘉
定
巨
望
新
鎮
と
な
る
一
方
、
銭
門
塘
は
行
政
村
た
る
銭
円
村
と
し
て

-110ー

位
置
附
け
ら
れ
、
市
河
の
郭
津
塘
、
こ
れ
と
交
わ
る
顧
浦
の
水
は
い
ず
れ
も
豊
か
で
は
あ
る
が
、
老
街
の
た
た
ず
ま
い
は
さ
さ
や
か
で
あ
る
。

『
銭
門
塘
郷
志
』
の
起
源
は
、
錨
大
折
・
王
鳴
盛
が
と
も
に
序
を
記
し
た
『
東
耳
目
南
北
朝
輿
地
表
』
の
撰
者
で
も
あ
る
こ
の
地
の
人
、
監
生

(

臼

〉

徐
文
範
が
、
乾
隆
六
十
年
(
一
七
九
五
)
、
六
十
一
歳
の
時
編
纂
し
た
先
述
の
『
銭
円
第
市
記
』
に
遡
る
。
そ
の
後
、
道
光
二
十
年
(
一
八
四

O
)、

の
ち
同
十
三
年
に
生
員
と
な
っ
た
こ
の
地
の
人
、
童
善
が
、
嘉
定
勝
下
の
南
朔
・
婁
塘
・
安
亭
・
外
岡
・
方
泰
・
馬
陸
各
鎮
で
は
、
嘉
慶
初
年

の
段
階
で
そ
れ
ぞ
れ
鎮
志
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
に
、
銭
門
塘
の
み
依
如
し
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
入
手
し
て
い
た
稿
本
の
『
銭
門
塘
市
記
』



(
何
回
〉

を
補
訂
し
て
『
銭
円
塘
鋸
士
官
房
』
編
纂
し
た
が
、
完
成
せ
ぬ
ま
ま
死
去
し
た
。
童
善
の
弟
、
童
仁
は
同
じ
く
生
員
で
あ
り
、
兄
の
遺
稿
で
あ
る

『
銭
円
塘
鎮
士
山
』
を
「
績
成
す
る
」
意
向
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
童
仁
の
次
子
で
、
同
治
五
年
(
一
八
六
六
)
の
生
員
童
以
謙
は
、
同
治
七
年

『
嘉
定
豚
志
』
編
纂
の
た
め
の
資
料
牧
集
が
行
な
わ
れ
た
の
を
機
舎
に
、
太
卒
天
国
期
に
一
旦
亡
失
し
、
の
ち
再
び
入
手
し
て
い
た
伯
父
童
善

(削む

の
『
銭
門
塘
鎮
志
』
の
別
本
を
繕
寓
し
て
峡
を
作
成
し
、
訂
正
と
補
充
を
行
な
っ
た
。
童
以
謙
の
衣
子
で
光
緒
二
十
五
年
の
生
員
童
世
高
は
、

「
奮
僅
に
皮
蘇
」
さ
れ
て
い
た
こ
の
『
銭
円
嬉
鎖
士
山
』
稿
本
を
ふ
ま
え
、
改
め
て
光
緒
・
宣
統
年
間
(
一
八
七
五
|
一
九
一
一
)
に
編
纂
を
開
始

(

臼

)

し
、
民
園
元
年
(
一
九
一
二
)
秋
に
脱
稿
、
民
園
十
年
多
に
補
正
を
行
っ
た
上
、
油
印
で
『
銭
円
塘
郷
土
山
』
を
刊
行
し
た
。

『
銭
円
塘
郷
志
』
の

「
自
序
」
で
童
世
高
は
、
決
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

比
来
、
世
高
、
時
局
の
繁
遜
に
望
み
、
先
型
の
麿
墜
を
憧
れ
、
官
昧
を
捕
ら
ず
、
父
老
を
訪
求
し
、
載
籍
を
蒐
羅
し
、
参
酌
増
訂
し
、
重

ね
て
輩
定
を
矯
す
こ
と
如
干
巻
、
柳
か
以
て
仰
い
で
先
志
を
承
が
ん
と
す
る
の
み
。
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辛
亥
革
命
か
ら
世
界
大
戦
を
経
る
と
い
う
未
曾
有
の
大
獲
動
期
の
中
で
、
三
世
代
前
、
大
伯
父
か
ら
継
承
し
て
き
た
銭
門
猪
地
域
の
郷
鎮
志

を
刊
行
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
最
後
の
機
舎
に
劃
す
る
童
世
高
の
切
貧
な
気
迫
が
俸
わ
っ
て
来
る
。
『
銭
円
塘
郷
土
ど
に
至
る
嘗
地
域
の
郷
鎖

一
童
善
・
童
仁
兄
弟
か
ら
童
以
謙
・
一
重
世
高
父
子
に
継
承
さ
れ
て
こ
こ
に
至
っ
た
の

士
山
の
編
纂
事
業
は
、
十
九
世
紀
前
半
、
道
光
年
開
以
降
は
、

し
か
し
な
が
ら
、
重
一
家
は
、
こ
の
開
、
郷
鎮
志
の
刊
行
の
み
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
郷
鎮
志
は
彼
ら
の
地
域
社

舎
に
お
け
る
活
動
の
一
環
と
し
て
位
置
附
け
ら
れ
る
。

で
あ
る
。

童
以
謙
の
第
四
子
、

世
高
の
二
人
目
の
弟
に
嘗
た
る
世
亮
に
闘
す
る
近
年
の
論
文
「
買
業
家
重
世
亮
停
略
」

(
『
嘉
定
文
史
資
料
』
第
五
輯
。
一

九
九
O
年
)
で
は

「
童
世
亮
、
字
季
遁
、

一
八
八
三
年
三
月
十
二
日
、
嘉
定
銭
円
塘
上
の
一
戸
父
子
五
人
入
洋
せ
る
書
呑
の
門
第
に
出
生
す
」

そ
の
世
高
兄
弟
の
祖
父
で
、
兄
弟
の
父
以
謙
の
父
に
嘗
た
る
仁
も
、
以
謙
の
伯
父
善
も
み
な
生
員
で
あ

そ
の
本
来
の
嘗
痛
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
け
る
社
曾
的
貫
践
に
従
事
し

と
あ
る
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

323 

っ
た
。
重

一
家
の
特
徴
は
、
讃
書
人
で
あ
る
と
と
も
に
、

た
こ
と
で
あ
っ
た
。



324 

『
銭
門
塘
郷
土
ル
』
巻
十
二

・
雑
録
志

・
災
鮮
秩
事
に
は

道
光
二
十
九
年
(
一

八
四
九
〉
四
月
二
十
九
日

か
ら
始
ま
る
六
十
日
の
長
雨
に
よ

(
M
m
)
 

一士一旦
以
謙
の

「
水
災
記
略
」
と
い
う

一
文
が
牧
掲
さ
れ
て
い

る。

そ
こ
に
は
、

「
暗
突
の
盤
、
惨
と
し
て
聞
く
に
忍
び

る
凶
作
の
僚
が
あ
り
、

ず
、
衣
服
典
し
壷
く
せ
ば
、
則
ち
器
皿
雑
物
を
筈
り
て
以
て
食
に
易
え
、
甚
だ
し
く
は
且
つ
碍
壁
を
運
び
、
棟
犠
を
折
り
、
樹
木
を
伐
り
て
以

て
佳
ロ
る
」
と
い
う
被
害
の
模
様
、
銭
円
塘
廠
に
お
け
る
米
と
棉
花
の
卒
耀
に
濁
力
で
嘗

っ
た
秦
氏
質
庫
の
活
動
、
佃
戸
の
大
牢
が
「
家
に
儲
蓄

無
き
」
客
民
に
な
っ
て
い
る
太
卒
天
国
以
後
に
、
も
し
こ
の
規
模
の
大
水
害
が
見
舞
っ
て
い
た
ら
と
い
う
懸
念
な
ど
、
克
明
な
記
事
が
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
嘉
定
鯨
知
豚
陳
舘
が
「
廠
を
分
け
董
を
穆
げ
て
荒
を
賑
し
、
井
び
に
善
後
の
事
宜
を
誇
っ
た
」
こ
と
が
-
記
さ
れ

る。

同
じ
雑
録
志

・
災
鮮
秩
事
に
は
、
光
緒
二
十
五
年
(
一

八
九
九
)
に
、
「
郷
民
、
穀
を
捨
ぎ
て
倉
に
掃
す
」
の
篠
が
あ
り
、

(
同
町
)

そ
れ
ぞ
れ
に
「
童
以
謙
日
」
に
始
ま
る
文
-章一
が
附
さ
れ
て
い
る
。

二
十
七
年
春

に
も
同
じ
僚
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
は
、

光
緒
二
十
三
年
(
一
八
九
七
)
多
の

不
作
か
ら
翌
二
十
四
年
春
に
至
る
嘉
定
豚
城
西
部
一
帯
の
佃
戸
の
絶
糧
朕
態
、

と
り
わ
け
こ
の
中
で
多
数
を
占
め
る
銭
円
塘
郷
の
佃
戸
の
苦
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況
、
そ
の
救
済
の
た
め
に
行
な
わ
れ
た
光
緒
二
十
四
年
、
銭
円
塘
・
望
仙
橋

・
安
亭
三
廠
の
貧
民
に
劃
す
る
嘉
定
豚
南
倉
の
倉
穀
の
貸
興
、
二

十
七
年
春
に
お
け
る
再
度
の
貸
興
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
雑
録
志
・
災
群
軟
事
の
こ
れ
ら
の
箇
所
に
は
、
道
光
二
十
九
年
、
嘉
定
豚
蛍
局
が
「
廠
を
分
か
ち
董
を
奉
げ
て
荒
を
賑
す
る
」
に
際
し

て
は
、

童
以
謙
の
父
童
仁
が
「
其
の
役
に
興
か
り
」
、
光
緒
二
十
三
年
の
米
穀
貸
興
に
首
た

っ
て
は
、

一童
以
謙
が
、

協
議
し
、
「
各
廠
の
董
事
」
が
事
後
の
救
済
米
逗
還
の
困
難
に
想
到
し
て
責
任
を
と
ろ
う
と
し
な
い
中
で
、
安
亭
・
望
仙
橋
南
廠
の
董
事
と
の

聞
で
話
を
ま
と
め
て
質
施
に
移
し
、
同
二
十
七
年
に
は
銭
門
塘

・
望
仙
橋
の
貧
民
の
訴
え
を
受
け
、
鯨
の
倉
穀
の
貸
興
に
つ
レ
て
主
動
的
な
役

(
伺
)

割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
光
二
十
九
年
嘗
時
、
童
世
高
の
祖
父
一
主
一
旦
仁
が
銭
円
塘
廠
の
董
事
で
あ
り
、
光
緒
二

十
年
代
に
は
父
童
以
謙
も
同
じ
董
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
十
九
世
紀
牢
ば
前
後
か
ら
童
仁
・
重
以
謙
父
子
は
銭
円
塘
地
域
社
舎

嘉
定
勝
城
の

「城
紳
」
と

の
行
政
上
の
責
任
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
に
入
り
、
清
朝
は
そ
の
最
終
段
階
で
立
憲
制
度
の
導
入
を
企
固
し
、
光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六)、

預
備
立
憲
の
詔
敷
を
下
し
、



(ω
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同
三
十
四
年
の
「
城
銭
郷
地
方
自
治
章
程
」
と
「
同
選
奉
章
程
」
の
公
布
以
来
、
全
圏
各
地
で
い
わ
ゆ
る
地
方
自
治
が
開
始
さ
れ
る
。
編
者
童

世
高
の
こ
の
地
方
自
治
に
劃
す
る
評
債
は
非
常
に
高
く
、
『
銭
門
塘
郷
土
山
』
巻
五
「
自
治
志
」
官
頭
に
は
、

憲
政
奉
行
さ
る
る
や
、
我
が
郷
の
選
ば
れ
し
諸
子
は
、
類
ね
能
く
民
意
を
宣
ベ
て
公
盆
を
園
る
。
今
旗
を
僅
(
ふ
〉
せ
鼓
を
息
む
と
雄

も
、
口
碑
は
向
人
聞
に
在
り
。

と
し
、
民
圏
三
年
の
案
世
凱
に
よ
る
そ
の
鹿
止
に
劃
す
る
強
い
抵
抗
の
意
を
一
示
す
。

童
以
謙

・
童
世
高
父
子
は
と
も
に
「
我
が
郷
の
選
ば
れ
し
諸
子
」
と
し
て
光
緒
末
年
か
ら
宣
統
年
聞
を
経
て
民
園
初
年
に
至
る
銭
円
塘
地
域

に
お
け
る
自
治
活
動
の
中
で
主
動
的
な
役
割
を
演
じ
た
。
巻
五
「
自
治
士
山
」
に
よ
れ
ば
、
童
以
謙
は
、
ま
ず
「
里
紳
」
の
一
人
と
し
て
「
自
治

選
奉
の
事
宜
を
簿
慌
し
」
、
さ
ら
に
郷
佐
に
嘗
選
、
績
い
て
郷
董
に
選
出
さ
れ
、
民
園
二
年
、
「
年
老
を
以
て
辞
職
し
」
た
。
他
方
、
重
世
高

〈

叩

)

は
民
園
二
年

一
月
郷
議
員
に
、
績
い
て
同
年
五
月
、
郷
董
に
選
出
さ
れ
た
。

童
氏
三
代
の
人
び
と
の
銭
門
嬉
地
域
社
曾
に
お
け
る
公
的
活
動
を
も
っ
と
も
集
約
的
に
一
示
す
の
が
、
清
朝
に
よ
る
科
奉
慶
止
以
後
、
光
緒
三

(

冗

〉

十
一
年
〈
一
九
O
五
〉
秋
に
始
ま
る
童
以
謙
・
童
世
高
父
子
の
撃
校
の
設
立
と
経
営
で
あ
る
。
『
鏡
門
塘
郷
土
山
』
巻
六
「
拳
校
士
山
」
は
こ
れ
を
封

象
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
童
以
謙
は
銭
門
塘
蒙
事
堂
で
拳
董
・
校
長
を
、
童
世
高
は
民
圏
三
年
に
鏡
門
塘
・
望
仙
橋
二
郷
の
合
併
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
第
三
郷
立
第
二
初
等
小
事
校
と
後
身
の
第
二
園
民
皐
校
で
撃
董
・
校
長
を
勤
め
て
い
る
。

。。

む

す

び

す
で
に
鏑
れ
た
よ
う
に
銭
円
塘
郷
に
郊
接
し
て
い
た
。
銭
大
析
の
故
郷
で
あ
る
。
「
郷
鎮
志
一
尋

輯
」
第
五
加
に
あ
わ
せ
て
牧
録
さ
れ
て
い
る
民
園
十
六
年
の
『
績
望
仙
橋
郷
志
稿
』
は
、
光
緒
年
聞
に
『
望
仙
橋
郷
志
稿
』
を
編
纂
し
た
張
啓

泰
の
弟
子
で
あ
る
楊
大
蓮
の
手
に
な
り
、
稿
本
と
し
て
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
自
序
」
の
女
の
一
節
は
、
民
園
十
六
年

(
一
九
二
七
)
、
本
書
の
編
纂
を
志
し
て
作
業
を
進
め
た
も
の
の
、
あ
る
人
物
の
謹
言
に
接
し
て
一
時
筆
を
摘
い
て
い
た
楊
大
-
理
が
、
た
ま
た
ま

望
仙
橋
郷
は
嘉
定
勝
城
西
部
に
位
置
し
、

325 
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銭
門
塘
郷
の
童
世
高
に
出
曾
い

「
郷
土
ゆ
」
編
纂
の
あ
り
方
に
つ
い
て
質
問
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

十
一
月
十
三
日
、
事
に
因
り
て
城
(
嘉
定
際
城
)
に
E

日
(
す
す
)
み
、
時
途
に
銭
円
の
童
丈
凌
蒼
(
童
世
高
)
と
舟
を
同
じ
く
す
。
因
り
て
郷

志
を
修
輯
す
る
の
道
を
以
て
聞
い
を
魚
す
。
劃
え
て
日
く
、
其
の
見
聞
に
湿
り
て
私
意
を
雑
え
ず
、
卒
心
静
気
も
て
以
て
之
を
求
め
、
門

を
分
け
類
を
別
ち
て
以
て
之
に
蕗
ら
し
む
れ
ば
、
熟
れ
か
能
く
之
を
僑
り
と
謂
わ
ん
や
。
君
に
は
愈
翁
〈
岳
父
)
の
顧
問
と
な
る
有
り
。

郷
の
故
質
、
何
ぞ
瞭
な
る
こ
と
掌
を
指
す
如
き
に
難
か
ら
ん
。
更
に
之
に
盆
す
に
調
査
を
以
て
せ
は
、
一
を
掛
け
て
寓
を
漏
ら
す
の
謡
、

亦
た
売
る
る
可
き
な
り
。
並
び
に
云
う
。
郷
志
の
輯
、
利
を
鷲
(
お
)
う
者
は
震
さ
ず
。
此
の
地
方
経
済
審
迫
の
秋
、
向
お
何
ぞ
郷
志
の
編

輯
に
暇
あ
ら
ん
や
。
君
既
に
志
有
れ
ば
、
向
お
之
に
勉
め
ん
こ
と
を
希
う
、
と
。
余
二
一
=
口
を
聞
き
、
途
に
又
其
の
責
を
以
て
自
ら
負
え
り
。

「
そ
の
こ
と
か
ら
何
ら
か
の
利
盆
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
は
郷
志
の
編
纂
に
は
従
事
し
ま
せ
ん
。
ま
し
て
地
方
経
済
が
窮
迫
し
て
い
る

折
か
ら
、
郷
鎮
志
の
編
纂
に
時
聞
を
割
く
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
志
を
も
っ
て
い
る
以
上、

さ
ら
に
努
力
さ
れ
ん
こ
と
を
望
み
ま
す
。
」

『
鐘
門
塘
郷
土
ど
の
編
者
重
世
高
は
、

「志」

|
|
意
志
こ
そ
編
纂
の
原
動
力
で
あ
る
と
す
る
。
乾
隆
末
年
か
ら
嘉
慶

・
道
光
年
聞
を
程
、

光
緒
・

宣
統
年
聞
か
ら
民
園
初
年
へ
と、

郷
鎮
志
の
編
纂
は
そ
の
こ
と
自
瞳
を
自
己
目
的
と
す
る
無
償
の
行
震
で
あ
り
、

編
纂
の
推
い
手
の
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行
し
て

江
南
デ
ル
タ

に
お
け
る
郷
鎮
志
編
纂
が
顕
著
に
量
的
展
開
を
見
せ
、
郷
鎮
志
、
郷
志
及
び
鎮
志
な
ど
の
名
稽
が
成
立
・
普
及
し
て
き
た
の
と
卒

『
銭
門
塘
郷
志
』
も
歩
一
歩
と
稿
を
蓄
積
し
刊
行
に
至
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
童
世
高
の
右
の
震
言
は
、
そ
の
編
纂
の
過
程
及
び
刊

行
そ
れ
自
植
が
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
徐
文
範
の
着
手
の
後
を
縫
い
だ
童
家
歴
代
の
「
志
」
の
み
に
依
接
し
て
き
た
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
明
後
牟
期
の
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎖
志
に
聞
し
て
確
認
さ
れ
た
編
纂
に
お
け
る
強
い
内
震
性
は
、
郷
鎮
志
の
特
徴
と
し
て
、
そ
の
編
纂

が
盛
期
を
迎
え
た
清
代
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
前
牟
の
康
照
四
0
年
代
と
薙
正
一

0
年
代
に
見
い
だ
さ
れ
た
と
こ

ろ

の
、
郷
鎖
志
は
「
官
志
」
で
は
な
い
と
い
う
認
識
か
、
こ
の
世
紀
八
十
年
代
後
半
の
乾
隆
末
年
に
も
、
そ
し
て
清
末
十
九
世
紀
八
十
年
代
の
光

緒
中
年
に
も
ま
た
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
こ
の
内
震
性
と
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
冒
頭
に
提
示
し
た
明
代
郷
鎮
志
の
編
纂
に
お
け
る
内
震
性
を

構
成
す
る
五
つ
の
側
面
そ
れ
自
瞳
を
清
代
に
つ
い
て
逐
一
検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
の
行
論
を
、
通
じ
て
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
が



清
代
の
場
合
に
も
基
本
的
に
安
嘗
す
る
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

清
代
乾
隆
年
間
以
降
の
江
南
デ
ル
タ
郷
鎮
志
編
纂
へ
の
契
機
を
、
明
代
の
そ
れ
と
比
べ
て
特
徴

e

つ
け
る
郷
鎮
志
編
纂
を
め
ぐ
る
市
鎮
聞
の
相

互
認
識
と
豚
か
ら
府
、
省
、
そ
し
て
天
下
に
至
る
地
方
志
の
韓
系
へ
の
認
識
と
は
、
こ
の
内
産
性
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。

相
互
認
識
に
つ
い
て
の
例
示
を
行
な
っ
た
江
南
デ
ル
タ
北
部
の
嘉
定
豚
は
た
ま
た
ま
救
荒
活
動
に
起
源
を
も
っ
廠
と
い
う
名
稽
で
、
中
央
部

の
呉
江
蘇
は
軍
替
の
管
轄
匿
域
に
関
わ
る
大
、
汎
と
い
う
名
稽
で
、
そ
れ
ぞ
れ
市
銀
を
中
心
と
す
る
行
政
領
域
の
成
立
を
跡
附
け
る
こ
と
の
で
き

る
地
域
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
地
直
で
は
、
市
鎮
を
中
心
と
す
る
地
域
社
舎
が
同
じ
よ
う
な
内
貫
を
も
ち
つ
つ
網
の
自
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
市
鎖
中
心
の
地
域
社
舎
群
の
展
開
が
市
鎮
聞
の
相
互
認
識
を
媒
介
し
、
郷
鎮
志
編
纂
へ
の
外

的
契
機
と
な
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

地
方
志
の
憧
系
の
認
識
に
つ
い
て
言
え
ば
、
表
2
で
見
た
よ
う
に
、
清
代
は
、
上
海
市
、
江
蘇
省
及
び
新
江
省
の
現
存
の
鯨
志
、
府
志
及
び

省
志
の
五
七

・
二
七
%
が
編
纂
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
注
意
し
た
い
。
歴
代
王
朝
の
中
で
、
清
代
は
勝
志
か
ら
省
志
に
至
る
官
撰

地
方
志
の
盟
系
が
い
わ
ば
寅
質
的
に
構
築
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
鐙
系
の
基
盤
を
な
す
勝
志
編
纂
の
際
の
採
訪
や

刊
行
時
に
お
け
る
史
賓
の
採
否
な
ど
、
郷
鎮
志
編
纂
へ
の
様
々
な
外
的
契
機
が
涯
生
し
た
。
清
代
に
お
け
る
郷
鎮
志
の
編
纂
に
お
け
る
内
震
性

は
、
こ
う
し
た
外
的
契
機
に
媒
介
さ
れ
て
い
た
黙
で
明
代
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
外
的
契
機
に
よ
る
媒
介
は
、
清
代
の
郷
鎮
志
編
纂
に
お
け
る
内
裂
性
の
弱
さ
を
示
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
十
九
世
紀

の
初
頭
刊
行
の
呉
江
蘇
察
里
鎮
の
『
察
里
志
』
編
者
徐
達
源
、
十
九
世
紀
末
年
の
『
察
里
績
志
』
の
編
者
察
丙
折
、
十
九
世
紀
前
半
、
道
光
年

聞
か
ら
、
二
十
世
紀
初
頭
の
清
末
民
園
初
に
か
け
て
『
鏡
門
塘
郷
土
ど
を
完
成
さ
せ
た
嘉
定
豚
銭
円
塘
郷
の
童
氏
の
人
び
と
は
い
ず
れ
も
地
域

「
諸
の
同
好
」
と
と
も
に
『
棲
水
文
乗
』
の
稿
本
を
入
手
し
、

枇
舎
の
公
的
事
業
に
直
接
従
事
し
て
い
た
。

『
棲
乗
類
編
』
の
編
纂
に
関
わ
っ

た
周
兆
謙
も
、
こ
う
し
た
事
業
へ
の
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
十
八
世
紀
以
降
の
郷
鎖
志
編
纂
の
措
い
手
た
ち
は
、
落
正
十
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年
の
『
卒
望
鎮
士
山
』
が
、
あ
え
て
姓
氏
を
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

「
里
人
公
輯
」
と
自
己
規
定
し
て
諸
個
人
の
開
輿
を
示
し
た
よ
う
に
、
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一
個
人
で
な
く
複
数
の
同
志
で
あ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
郷
銀
志
の
量
的
抜
大
は
こ
れ
ら
の
こ
と
ど
も
と
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
進
行
し
た
。

こ
の
意
味
で
、
清
代
江
南
デ

ル
タ
の
郷
銭
志
編
纂
に
お
け
る
内
震
性
は
む
し
ろ
前
代
に
比
し
て
さ
ら
に
強
ま
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う。

そ
れ

は
、
市
鎖
中
心
の
地
域
社
舎
が
、

映
で
も
あ
る
。

そ
の
固
有
の
領
域
の
形
成
や
こ
の
領
域
へ
の
自
費
の
事
例
を
見
出
し
得
る
ほ
ど
に
確
立
し
て
き
た
こ
と
の
反

で
き
た
祉
曾
統
合
の
あ
り
方
や
そ
の
経
済
的
基
盤
、

も
と
よ
り
郷
鎮
志
の
措
い
手
と
な
っ
た
市
鎮
在
住
の
生
員
監
生
層
の
存
在
形
態
と
性
格
、
こ
こ
ま
で
市
鎮
を
中
心
と
す
る
地
域
社
曾
と
呼
ん

さ
ら
な
る
具
盤
的
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら

ま
た
そ
こ
で
の
公
的
課
題
に
つ
い
て
は

ず
、
そ
の
た
め
に
も
個
々
の
郷
鎮
志
と
そ
の
闘
連
の
豚
志
の
内
容
の
掘
り
下
げ
が
必
要
で
あ
る
。
近
年
の
清
末
民
園
初
に
至
る
清
代
地
域
枇
舎

の
研
究
か
ら
も
事
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
民
撰
と
官
志
と
い
う
封
比
と
絡
み
合
っ
た
と
こ
ろ
の
郷
鎮
志
と
豚
志
以
上
の
地
方
志
と
の
聞
の

深
い
務
は
宋
代
以
降
の
王
朝
園
家
の
行
政
や
文
化
の
質
と
関
わ
る
根
本
的
な
問
題
で
も
あ
る
。

本
稿
は
明
後
牢
期
に
始
ま
り
清
代
に
至
る
江
南

デ
ル
タ
郷
鎮
志
編
纂
の
検
討
が
地
域
社
舎
に
覗
黙
を
置
く
こ
の
時
代
の
研
究
の
糸
口
の
一
つ
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

-116ー

註〈1
)

「
清
代
の
郷
銀
志
に
お
け
る
地
域
社
曾
観
|
江
南
デ
ル
タ
に
卸
し

て
|
」
及
び
「
江
南
デ
ル
タ
郷
銀
志
目
録
」
(
森
正
夫
編
『
奮
中
閣

に
お
け
る
地
域
社
舎
の
特
質
』
卒
成
2
1
5
年
〔
一
九
九
O
l九一一
一

年
〕
度
科
皐
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究

〈
A
〉
研
究
成
果
報
告
書
。
一

九
九
四
年
三
月
)
。

(

2

)

「
江
南
デ
ル
タ
の
郷
銀
志
に
つ

い
て
|
明
後
宇
期
を
中
心
に
」

(
小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社
告
聞
と
文
化
』
。
京
都
大
皐
人
文
科
皐

研
究
所
。
一
九
九
六
年
)
。
以
下
前
稿
と
稽
す
る
。

(

3

)

「
清
代
の
郷
鎮
志
に
お
け
る
地
域
社
曾
観
|
江
南
デ
ル
タ
に
卸
し

て
|
」
(
森
正
夫
編
『
蓄
中
園
に
お
け
る
地
域
社
禽
の
特
質
』
前
掲
)
。

(
4
〉
稲
田
清
一
「
清
末
江
南
の
鎮
董
に
つ
い
て
|
松
江
府

・
太
倉
州
を
中

心
と
し
て
」
(
森
正
夫
編
『
江
南
デ
ル
タ
市
銀
研
究
』
。
名
古
屋
大
皐

出
版
舎
。
一
九
九
二
年
)
。
同
「
清
代
江
南
に
お
け
る
救
荒
と
市
銀
|

賓
山
豚

・
嘉
定
豚
の
『
廠
』
を
め
く
っ
て
|
」
(
『
甲
南
大
象
紀
要
』

文
拳
編
八
六
。

一
九
九
三
年
)
。

(

5

)

稲
田
清

一
「
清
末
、
江
南
に
お
け
る
『
地
方
公
事
』
と
鎮
董
」
(
『
甲

南
大
皐
紀
要
』
文
皐
編

一
O
九。

一
九
九
九
年
)
。

(
6
〉
太
田
出

「清
代
緑
管
の
管
轄
匡
域
と
そ
の
機
能
|
江
南
デ
ル
タ
の
訊
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を
中
心
に
1

」
(
『
史
翠
雑
誌
』
一

O
七
編
一

O
鋭
。
一
九
九
八
年
)
。

(

7

)

張
研
「
清
代
市
銀
管
理
初
探
」
〈
『
清
史
研
究
』
一
九
九
九
年
第
一

期〉。

(
8
〉
佐
藤
仁
史
「
清
末
・
民
園
初
期
に
お
け
る
一
在
地
有
力
者
と
地
方
政

治
|
上
海
豚
の
《
郷
土
資
料
》
に
即
し
て
|
」
(
『
東
洋
皐
報
』
八

O
経

二
説
。
一
九
九
八
年
〉
。

(
9
〉
演
島
敦
俊
「
明
清
時
代
、
江
南
農
村
の
祉
と
土
地
廟
」
(
『
山
根
幸
夫

教
授
退
休
記
念

・
明
代
史
論
叢
』
。
波
古
書
院
。

一
九
八
九
年
〉
。
夫
馬

進
「
善
舎
、
善
堂
の
出
設
」
(
小
野
和
子
編
『
明
清
時
代
の
政
治
と
祉

禽
』
。
京
都
大
曲
学
人
文
科
聞
宇
研
究
所
。
一
九
八
三
年
)
。
の
ち
同
『
中
園

善
曾
善
堂
史
研
究
』
(
同
朋
合
出
版
。

一
九
九
七
年
)
に
所
枚
。

(
叩
)
森
正
夫
「
朱
家
角
鎮
略
史
」
(
森
正
夫
編
『
江
南
デ
ル
タ
市
銀
研
究
』

前
掲
)
。

(
日
〉
上
海
。
江
蘇
古
籍
出
版
社
。
以
下
、
本
稿
で
個
別
の
郷
銀
志
を
引
用

す
る
際
に
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
本
『
中
園
地
方
士
山
集
成
』
「
郷

撃
事
輯
」
所
載
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
、
そ
の
所
枚
の
加
数
を
表
示
す

る
際
は
、
「
郷
鎖
士
山
専
務
」
第
口
口
加
と
表
示
す
る
。

(
ロ
〉
漢
美
園
書
有
限
公
司
。

一
九
九
六
年
。

(
臼
)
羅
叔
韻
修
・
常
業
纂
『
激
水
士
山
』
。
南
宋
紹
定
三
年
三
二
五
六
)

修
。

「
郷
銀
志
専
輯
」
第
二
十
瓜
刷所
枚
。

(

M

)

「
郷
銀
士
山
専
輯
」
第
八
朋
所
枚
。

(
日
)
「
郷
鎖
志
専
輯
」
第
二
十
二
加
上
所
枚
。

(
日
)
「
郷
銀
志
専
輯
」
第
七
叫
刷
所
枚
。

(
ロ
)
「
郷
鎮
志
専
輯
」
第
四
朗
所
枚
。

(
川
崎
〉
「
郷
鎮
志
専
輯
」
第
二
十
四
部
所
牧
。

〈
ω〉
「
郷
銀
志
事
輯
」
第
二
十
三
筋
所
枚
。

(
却
)
「
郷
銀
士
山
専
斡
」
第
九
加
所
枚
。

〈
紅
〉
「
郷
鋲
志
専
輯
」
第
三
筋
所
枚
。

(
辺
)
稲
田
清
一
「
清
代
江
南
に
お
け
る
救
荒
と
市
銀
|
貿
山
豚
・
嘉
定
豚

の
『
廠
』
を
め
ぐ
っ
て
|
」
前
掲
。

(
お
)
「
郷
鎮
士
山
専
輯
」
第
四
加
所
枚
。

(
斜
〉
「
郷
銀
士
山
専
輯
」
第
四
加
所
枚
。

(
お
〉
稲
田
清
一
「
清
代
江
南
に
お
け
る
救
荒
と
市
銀
|
賓
山
豚
・
嘉
定
豚

の
『
廠
』
を
め
ぐ
っ
て
」
前
掲
。

(
お
)
太
田
出
「
清
代
線
晶
画
の
管
轄
区
域
と
そ
の
機
能
1

江
南
デ
ル
タ
の
訊

を
中
心
に
|
」
前
掲
。

(
幻
)
「
郷
鋲
士
山
専
輯
」
第
六
矧
所
枚
。
そ
の
他
、
同
治
九
年
(
一
八
七

O
)
纂
『
鯵
(
林
銀
志
』
(
「
郷
鎖
志
奪
輯
」
第
二
十
二
加
下
所
牧
〉
は

現
湖
州
市
隻
林
鎮
の
郷
銀
志
で
あ
る
が
、
そ
の
「
凡
例
」
に
は
、
「
今

乃
ち
四
周
の
郷
村
各
お
の
十
星
を
定
め
て
界
限
と
篤
し
、
以
て
本
志
の

鎖
界
と
信
用
す
」
と
述
べ
る
。

(
m
m
)

「
郷
鎮
士
山
等
斡
」
第
三
崩
所
枚
。

(
却
)
「
郷
鎮
志
専
輯
」
第
三
筋
所
枚
。

(

ω

)

一
九
六
二
年
に
油
印
で
同
名
の
『
上
海
方
志
資
料
考
録
』
と
し
て
上

海
師
範
大
祭
園
書
館
か
ら
刊
行
さ
れ
、

一
九
八
五
年
に
補
訂
を
加
え
て

上
海
書
庖
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

(
況
)
「
郷
鎮
士
山
専
輯
」
第
十
四
問
所
牧
。

(
m
M
)

上
海
市
文
物
保
管
委
員
禽
鉛
印
刊
行
『
上
海
資
料
叢
編
』
所
牧
本

(
一
九
六
二
年
)
。

〈
お
)
「
郷
撃
事
輯
」
第
十
三
崩
所
枚
。
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(
鈍
〉
『
茶
渓
士
山
』
は
「
郷
銀
士
山
事
輯
」
第
八
瓜
刷
所
枚
。
な
お
、
編
者
諸
世

器
と
畢
況
と
の
関
わ
り
は
、
こ
の
第
八
冊
所
牧
の
民
園
二
八
年
鉛
印
木

容
頭
の
胡
図
燦
撰
の
「
諾
世
器
市
博
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)

「郷
銀
士
山
募
輯
」
第
三
加
所
収
。

(
お
)

「郷
銀
志
専
輯
」
第
三
加
所
枚
。

(
幻
)

「郷
鎖
志
専
韓
」
第
五
加
所
枚
。

(
お
)

「郷
鋲
+
昼
間
帯
続
」
第

一
筋
所
枚
。

(
羽
)

「郷

華

麗

輯
」
第
三
燭
所
校
。

(

ω

)

「
郷
鎖
士
山
市
帯
輯
」
第
三
加
所
枚
。

(
色
「
郷
鎖
キ
事
輯
」
第
三
朋
所
枚
。

(
必
)

「
郷

撃

事

輯
」
第
四
加
所
枚
。

(
必
〉
「
郷
鎖
士
山
専
輯
」
第
九
茄
所
段
。

〈
必
)
「
郷
鎖
志
専
輯
」
第
二
十
四
船
所
枚
。

(
必
)

「郷
鎖
中
山
事
輯
」
第
十
三
崩
所
枚
。

(必〉

「郷
鎖
中
山
専
輯
」
第
一
干

一
加
所
枚
。

(

U

)

「郷
鎖
志
専
輯
」
第
五
加
所
枚
。

(
川
崎
)
『
中
園
地
方
士
山
総
目
提
要
』
前
掲

「
江
蘇
省
地
方
志
述
表
」
。

(
叫
)
「
郷
撃
事
鵜
」
第
四
加
所
枚
。

(
印
)

「郷
撃
事
輯
」
第
十
八
珊
所
枚
。

(
日
)

「郷
銀
志
専
輯
」
第
十
八
崩
所
枚
。

(
臼
)
『
唐
棲
士
山
略
稿
』

序。

「
分
類
」
以
下
の

一
節
の
大
意
に
つ
い
て
は

後
文
を
参
照
。

(
臼
)
『
唐
棲
士
官
舎
二
十

・
雑
記
。

(副作)

「郷
銀
志
専
瞬
」
第
十
二
加
所
枚
。

(
日
)

「郷
鎖
志
幕
韓
」
第
十
二
加
所
枚
。

(
日
山
)
『
禦
里
志
』
経
六

・
例
仕
表

・
嘉
慶
三
年
。

(
幻
)
『
察
里
綾
士
山
』
巻
二

・
橋
梁
。

(
日
山
)
『
察
里
績
志
』
袋
五

・
例
仕
表
・
同
治
十

一
年
。
議
銭
表
に
は
そ
の

後
の
官
歴
が
あ
る
。

(
印
)
「
郷
銀
中
山
事
輯
」
第
六
加
所
枚
。

(
印
)
鈴
木
智
夫

『近
代
中
園
の
地
主
制
|
租
販
の
研
究
-
誇
注
』
(
汲
古
書

院。

一
九
七
七
年
)
。

(
紅
)

「郷
鎮
志
専
務
」
第
四
加
に
は
南
京
大
間
半
園
書
館
所
蔵
の
抄
本
の
影

印
が
枚
め
ら
れ
て
い
る
が
、
剣
讃
が
困
難
な
部
分
も
あ
り
、
本
稿
で

は
、
上
海
市
文
物
保
管
委
員
曾
刊
行
の
『
上
海
史
料
叢
編
』
の
鉛
印
本

(
一
九
六
三
年
)
を
用
い
た
。

(
位
)
『
銭
門
塘
郷
志
』
巻
十
・

奉
文
志
・
史
部
に
は
、

「
地
理
類
」
合
計

六
部
の
最
初
に
、
本
書
に
関
す
る
簡
潔
な
刊
記
が
あ
り
、
績
い
て

「
銭

大
析
序
」
及
び

「王
鳴
盛
序
」
の
全
文
が
牧
載
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
『
銭
門
塘
郷
志
』
巻
十

・
慈
文
志

・
史
部
に

「銭
門
婿
銀
志
重
善

輯
」
と
あ
り
、
「
越
翰
序
」
及
び

「重
以
謙
政
」
を
牧
載
す
る
。
こ
の

雨
文
に
よ
る
。

(
臼
〉
前
註
の
童
以
謙
の
政
及
び
童
世
高
に
よ
る
『
銭
門
塘
郷
志
』

「
自

序」。

(
臼
)
前
註
の
重
世
高
の

「自
序
」
及
び
註
(
紅
)
の
上
海
市
文
物
保
管
委
員

舎
鉛
印
本
に
お
け
る
問
委
員
曾
の
政
(
一
九
六
三
年
九
月
〉
に
よ
る
。

(
前
)
『
銭
門
第
郷
土
亡

各
十
二
・

雑
纂
に
お
け
る
道
光
二
十
九
年
四
月
二

十
九
日
以
来
の
水
災
に
関
す
る
「
重
以
謙
水
災
記
略
」
。

(
m
w
〉
『
銭
門
塘
郷
士
山
』
巻
十
二
・
雑
纂
に
お
け
る
光
緒
二
十
五
年
冬
の

僚
、
及
び
同
二
十
七
年
春
の
僚
に
そ
れ
ぞ
れ
載
せ
ら
れ
た
「
童
以
謙
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日
」
の
項
。

(
伺
)
前
註
に
同
じ
。

(
伺
)
清
末
民
園
初
の
地
方
自
治
に
関
す
る
わ
が
園
の
最
も
早
期
の
研
究
と

し
て
寺
木
徳
子
「
清
末
民
園
初
年
の
地
方
自
治
」
(
『
お
茶
の
水
史
拳
』

五
続
。

一
九
六
二
年
)
が
あ
り
、
最
も
新
し
い
研
究
の
一
つ
と
し
て
黄

東
蘭
「
清
末
地
方
自
治
制
度
の
導
入
と
地
域
社
舎
の
封
態
」
(
『
史
筆
雑

誌
』
一

O
七
編
一
一
貌
。

一
九
九
八
年
)
が
あ
る
。

(
河
)
銭
門
塘
郷
及
び
鄭
接
地
区
に
お
け
る
一
連
の
選
翠
に
関
す
る
以
下
の

記
述
は
、
最
低
限
の
範
囲
に
止
ま
る
が
、
す
べ
て
『
銭
門
塘
郷
土
山
』
巻

五
「
自
治
志
」
・
各
機
関
選
奉
記
略
に
よ
る
。

(
九
〉
こ
こ
で
は
銭
円
塘
郷
に
お
け
る
皐
堂
及
び
事
校
の
設
立
と
経
営
の
経

緯
を
詳
述
し
得
な
い
。
清
末
の
数
育
改
革
に
つ
い
て
は
、
高
田
幸
男

「
清
末
地
域
社
舎
に
お
け
る
数
育
行
政
機
構
の
形
成
|
蘇

・
新
・
続
一
一
一

省
各
麟
州
懸
の
状
況
|
」
(
『
東
洋
闘
争
報
』
七
五
巻
一
・

一
一挽。

一
九

九
三
年
〉
が
あ
る
。
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〔
附
記
〕
最
近
中
園
で
刊
行
さ
れ
た
地
名
関
連
の
文
献
及
び
地
図
類
に
よ
れ

ば
、
こ
の
と
こ
ろ
中
園
で
は
地
方
行
政
区
萱
の
呼
稽
の
襲
更
が
顕
著
に

進
行
し
て
い
る
。
特
に
上
海
市
嘉
定
燃
が
嘉
定
匡
に
な
る
と
い
う
よ
う

な
区
制
、
江
蘇
省
蘇
州
市
稽
匡
呉
鯨
が
呉
問
問
市
に
な
る
と
い
う
よ
う
な

市
制
、
及
び
上
海
市
関
行
区
紀
王
郷
が
紀
玉
銀
と
な
る
よ
う
な
鎮
制
の

寅
施
な
ど
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
が

一
九
九
四

年
に
改
訂
・
公
刊
し
た
「
江
南
デ
ル
タ
郷
銀
士
山
目
録
」
前
掲
に
お
い
て

比
定
し
て
い
る
江
南
デ
ル
タ
郷
鎮
志
の
封
象
地
域
の
現
在
地
名
は
大
き

く
修
正
を
加
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て

は
、
今
夏
、
奮
嘉
定
勝
勝
志
編
纂
委
員
舎
副
主
任
を
つ
と
め
て
お
ら
れ

た
侃
所
安
氏
及
び
呉
江
市
地
方
志
公
室
主
任
沈
春
築
氏
の
ご
数
示
を
得

た
ほ
か
、
以
下
の
文
献
・
地
圃
に
依
接
し
て
現
在
地
名
を
比
定
し
た
。

①
《
上
海
地
名
志
》
編
纂
委
員
舎
編
、
陳
征
琳

・
郷
泡
林

・
劉
君
徳
主
編

『
上
海
地
名
志
』
(
上
海
社
曾
科
聞
学
院
出
版
社
。

一
九
九
八
年
)

②
相
逮
紅
・
周
瑞
群
主
編
『
上
海
市
賞
用
地
薗
加
』
(
中
園
地
園
出
版
社
。

一
九
九
八
年
)

@
上
海
市
測
縞
院
編
制
『
上
海
市
嘉
定
匡
一
商
務
交
通
園
』
(
中
華
地
園
事

社。

一
九
九
八
年
)

④
上
海
市
測
繍
院
編
制
『
上
海
市
賓
山
医
商
務
交
通
園
』
(
中
華
地
園
事

柱
。
一
九
九
八
年
〉

⑤
《
中
園
郷
鎮

・
江
蘇
巻
》
編
纂
委
員
曾
編
、
奥
銘
主
編
『
中
園
郷
銀

・

江
蘇
巻
』
第
I
巻

・
第
E
巻
・
第

E
巻
(
新
華
出
版
社
。
一
九
九
七
年
)

@
冬
噴
木
編
『
江
蘇
省
賞
用
地
圃
崩
』
(
成
都
地
園
出
版
社
。
一
九
九
八

年〉

⑦
江
蘇
省
全
方
地
圃
臨
応
用
開
夜
中
心

・
奥
江
市
盤
滋
局
聯
合
編
制
『
奥
江

放
滋
交
通
園
』
(
謂
順
建
省
地
園
出
版
社
。
一
九
九
八
年
)

③
幅
削
江
省
建
設
臆
・
漸
江
省
測
鎗
局
編
制
『
新
江
省
地
園
加
』
(
中
華
地

圏
皐
位
。

一
九
九
八
年
〉

本
一
九
九
九
年
八
月
附
け
で
、
川
勝
守
著
『
明
清
江
南
市
鎖
社
舎
史

研
究
l
空
聞
と
社
舎
形
成
の
歴
史
皐
|
』
が
汲
古
書
院
か
ら
汲
古
叢
書

ニ
O
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
た
だ
す
で
に
初
校
終
了
後
で
あ
っ
た
の

で
、
本
稿
の
中
で
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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TOWN GAZETTEERS AND LOCAL COMMUNITIES

OF THE JIANG･NAN DELTA IN THE QING DYNASTY

Mori Masao

　　

Many of town gazetteers (Xiang-zhen ｚhi郷銀志) began to be compiled

in the Jiang･nan delta 江南デルタfrom the latter half of the Ming dynasty,

and the compilation activities became noticeable since the Qianlong 乾隆

era, particularly after the Jiaqing 嘉慶and Daoguang道光periods of the

Qing dynasty.　The name, Xiang-zhen zhi, itself originated from this time,

and the editors who were resident in shi-zhen 市銀, that is, local market

towns, recognized the　establishment　of　local　communities　through　the

distribution of daily commodities among these local market towns and their

outlying farming villages.　　In the northern and central parts of the

Jian･nan delta, these communities came to be dealt with as administrative

units one level beneath prefecture.

　　

One

　

of the ｅχternal　factors　behind　the　sudden　increase　in the

compilation of　town gazetteers was the　growing　popularity　of town

gazetteers in adjacent districts. Another reason is that the establishment

of a hierarchical structure of gazetteers at the prefectural, county, province

and state lebel was deemed necessary to complement the hierarchical,

administrative structure comprising prefecture, county, province and state.

These two factors were instrumental in promoting the compilation of town

gazetteers as the　local　histories about　local　communities　centering on

shi-zhen. Nevertheless, the editors of town gazetteers were keenly aware

of the obvious difference between local histories compiled by the govern-

ment and town gazetteers that were voluntarily complied by the residents

of local community.　This awareness is reflected in the series of town

gazetteers compiled between the 1760s and the early 20th century, which

shows that the editors were deeply involved in the practical issues common

to their local communities. The rapid increace in town gazetteers factors

mentioned above.　However, the spontaneity that was already manifest in

the compilation of town gazetteers in the latter half of the Ming dynasty,

reflected

　

the

　

establishment

　

of

　

shi･zhen

　

centred

　

communities, and　was

further strengthened during the Qing dynasty｡
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